




◆年５日の年次有給休暇の確実な取得について
　年次有給休暇の取得を促進することを目的に、年10日以上の年
次有給休暇が付与される労働者（管理監督者を含む）に対して、
年次有給休暇の日数のうち、年５日については、使用者が時季を
指定して取得させることが義務付けられています（同条第７項）。
　使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日（基準日）
から１年以内に、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させな
ければなりません。ただし、時季指定にあたっては、労働者の意
見を聴取し、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよ
う、その意見を尊重するよう努めなければなりません。
　ただし、既に５日以上の年次有給休暇を請求・取得している労
働者に対しては、使用者が時季指定をする必要はなく、また、す
ることもできません。加えて、労働者が自ら請求・取得した年次
有給休暇の日数や、計画年休については、その日数分が時季指定
義務が課される年５日から控除されます。
　時季指定の対象となる労働者の範囲や時季指定の方法等につい
ては、就業規則で定めて記載する必要があります。

◆年次有給休暇の時効
　年次有給休暇の時効は付与日から起算して２年です（同法第
115条）。年次有給休暇をその年度内に使いきれなかった場合、残
りの休暇は繰り越して、翌年度も請求することができます。
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4-11 いわゆる固定残業代や年俸制について

◆固定残業代が定められているときは
　実際に行った時間外労働の実績をもとに、会社が割増賃金を計
算して支払うのではなく、毎月一定額の手当として支払ったり、
基本給に含めた定額払いとする事例も見受けられます。このよう
な支払い方を「固定残業代」と呼ぶことがあります。
　「固定残業代」を直接的に禁止する法律上の定めはありません
が、判例では、①労働者が、通常の労働時間に相当する部分（金
額）と割増賃金に当たる部分（金額）を判別することができるこ
と、②割増賃金に当たる部分が労働基準法に従って計算した額以
上であることなどの条件を満たさなければ、「固定残業代」の支
払いによって法定割増賃金を支払ったことにはならないとされて
います。
　また、時間外労働の実績から算出される法定割増賃金の額が「固
定残業代」の額を上回っている場合、会社は、超過している部分
につき、別途割増賃金を支払わなければなりません。
　具体的には、就業規則や雇用契約書などに、基本給や特定の手
当の中に「時間外労働の有無にかかわらず○時間分の割増賃金と
して△円含まれている」、「○時間を超える時間外労働分について
の割増賃金は追加で支給」ということが明記されていなければ、
法定割増賃金を支払っていないと判断される可能性が高いといえ
るでしょう。

◆年俸制と割増賃金の関係
　もう一つ、問題となりやすいのは年俸制と割増賃金の関係です。
　年俸制とは、賃金の額を年単位で決める制度ですが、多くの場
合、労働者の業績等の要素が年俸（１年分の賃金額）に反映する
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制度となっています。
　そのため、「年俸制を採用すれば、残業代を支払わなくてすむ」
と誤解している使用者も多いようですが、特に定めがなければ、
年俸額は年間所定労働時間に対応する賃金となりますから、時間
外労働や休日労働を命じたときには、別途、割増賃金を支払う必
要があります。
　もし、一定の金額を割増賃金分として含んだうえで年俸額を決
定するのであれば、「固定残業代」の場合と同様に、あらかじめ「年
俸○円、時間外労働の有無にかかわらず、そのうち□円は△時間
分の割増賃金」、「△時間を超える時間外労働分についての割増賃
金は追加で支給」というように内訳を明らかにしておかなければ
なりません。
　この内訳については、労働基準法に従って算出された法定割増
賃金の額を下回らない必要があります。
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第５章　母性保護と育児・介護に関する制度

5-1 母性を守るために

労働基準法では、働く女性の母性を保護するための規定を設け
ています。

◆産前産後休業（労働基準法第65条第１項、第２項）
出産予定の女性労働者は、出産予定日の６週間（多胎妊娠は14

週間）前から、休業を使用者へ請求することができます。また、
使用者は、原則として産後８週間を経過しない女性を就業させる
ことはできません。

産前・産後休業中の賃金は、有給でなければならないという法
律上の定めはありませんので、賃金が支払われるかどうかは、就
業規則等の定めに従います。

なお、労働者が健康保険の被保険者であれば、健康保険法に基
づいて、出産手当金及び出産育児一時金が支給されます。

◆妊産婦の就業制限（同法第64条の３、第65条第３項）
使用者は、妊産婦（妊娠中の女性及び産後１年を経過しない女

性）に重量物を取扱う業務、有害ガスを発散する場所における業
務、その他妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはで
きません。

また、妊娠中の女性からほかの軽易な業務に変えるように請求
があったときは、業務を転換しなければなりません。
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◆労働時間、時間外・休日・深夜業の制限（同法第66条）
使用者は、妊産婦から請求があったときには、１週40時間、１

日８時間を超えて働かせることはできません。また、妊産婦から
請求があったときには、時間外・休日労働及び深夜業をさせては
なりません。

◆育児時間（同法第67条）
使用者は、１歳に満たない子を育てる女性労働者から請求が

あったときには、休憩時間のほかに、１日２回それぞれ少なくと
も30分の育児時間を与えなければなりません。

◆生理日の休暇（同法第68条）
生理日の就業が著しく困難な女性労働者から休暇の請求があっ

たときには、使用者はその労働者を就業させてはなりません。
厚生労働省の通達では、女性労働者から請求があったときに 

は、原則的には特別の証明がなくても休暇を与えなければなりま
せん。どうしても何らかの証明が必要であると判断される場合で
あっても、医師の診断書のような厳格な証明を求めるのではなく、
例えば同僚の証言程度の簡単な証明で対応することとされていま
す。

また通達では、就業規則で女性労働者が請求することができ 
る休暇の日数を制限してはならないが、休暇のうち、有給扱いと
する日数を定めておくことは差し支えないとされています。
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男女雇用機会均等法では、女性労働者が、母性を尊重されなが
ら充実した職業生活を営むことができるようにするための措置に
ついて、次のように定めています。

◆婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止（同法第９条）
事業主は、女性労働者が婚姻、妊娠、出産したことや、産前産

後休業を取得したこと、妊娠中及び出産後の健康管理に関する措
置を求めたこと等を理由として、解雇その他の不利益取扱いをし
てはなりません。妊娠中及び出産後１年以内の解雇は、事業主が

「妊娠・出産・産前産後休業等を理由とする解雇でないこと」を
証明しない限り、無効となります。

◆妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置（同法第12条、第13条）
事業主は、妊娠中及び出産後の女性労働者に、母子保健法の規

定による保健指導や健康診査を受けるための時間を確保しなけれ
ばなりません。また、女性労働者が保健指導や健康診査等に基づ
く指導事項を守ることができるように、勤務時間の変更や勤務の
軽減等（時差通勤、勤務時間の短縮、休憩時間の延長、作業の制
限、休業等）の必要な措置を講じなければなりません。
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5-2 育児に関連する制度

育児休業や育児中の労働者への支援等については、育児・介護
休業法（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の
福祉に関する法律）で定められています。

育児休業は、原則として、１歳に満たない子を養育する労働者か
らの申出により、子の１歳の誕生日の前日までの期間で、分割して
２回まで取得することができます。「パパ・ママ育休プラス」とい
う制度を使えば、父母がともに育児休業を取得する場合、一定の要
件を満たせば子が１歳２か月に達するまで取得することができます
が、この場合でも、取得できる期間は１年間です。また、保育所に
入所できない等の理由により１歳以降に延長する場合についても、
休業開始日が柔軟化されたことにより、１歳、１歳半などのタイミ
ングによらず期間途中でも夫婦交代で取得することができます。

休業期間を有給にするか、無給にするかは、就業規則等の定め
に従います。また、雇用保険に加入している労働者には、一定の
条件で育児休業給付金が支給されます。また、社会保険料につい
ては、産前産後休業期間中及び育児休業期間中は、労働者・使用
者とも、申請により免除になります。育児休業は、男女労働者と
も事業主に申し出ることにより取得することができます。

◆育児休業の対象者（育児介護休業法第５条第１項、第５項）
　対象となる労働者から育児休業の申出があったときには、事業
主は、これを拒むことはできません。
　「日々雇用される労働者」は対象から除外されます。
　また、「期間を定めて雇用される労働者」については、以下の
要件を満たせば、育児休業の取得が可能です。

子が１歳６か月に達する日の前日までに、労働契約（契約が更新される
場合は更新後のもの）が満了することが明らかでない者
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労使協定で定めた場合は、次の労働者を対象から除外すること
ができます。

・　雇用されてから１年未満の者
・　休業申出から１年以内（１歳から１歳６か月までの育児休業をす
る場合には、６か月以内）に雇用関係が終了することが明らかな者
・　１週間の所定労働日数が２日以内の者

◆育児休業の申出等の手続き
休業の申出は、休業の開始予定日・終了予定日など、一定の事

項を示して、休業開始予定日の１か月前までに行う必要がありま
す。

休業開始予定日については、出産予定日前に出産したなどの突
発的事情の場合に限り、１回だけ繰り上げ変更できます。休業終
了予定日の繰り下げ変更は、終了予定日の１か月前までに申し出
れば、理由を問わず１回だけ変更できます。

また、休業申出の撤回は、休業開始予定日の前日までであれば
理由を問わずに行えますが、１度撤回すると、同じ子について、
原則として再度休業の申出はできません。

なお、事業主には、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や、
妊娠・出産（本人又は配偶者）の申し出をした労働者に対する個
別の制度周知及び休業取得の意向確認が義務付けられています。
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◆１歳６か月までの育児休業（同法第５条第３項、同法施行規則第６条）
次の場合については、子が１歳６か月に達するまで、育児休業

を延長できます。なお、延長の申出は、１歳の誕生日の２週間前
までに行なう必要があります。

・　保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
・　子の養育を行っている配偶者であって、１歳以降子を養育する
予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育す
ることが困難になった場合

◆２歳までの育児休業（同法第５条第４項、同法施行規則第６条の２）
育児休業を１歳６か月まで延長しても保育所に入れない場合等

に限り、さらに２歳までの再延長が可能となっています。

◆出生時育児休業（産後パパ育休）
男性の育児休業取得促進のため、柔軟な育児休業の枠組み「出

生時育児休業（産後パパ育休）」があります。これにより、子の
出生後８週間以内に、原則休業の２週間前までに申し出ることで
４週間まで育児休業を取得することができます（分割して２回ま
で取得可能）。また、労使協定を締結している場合に、労働者が
合意した範囲で休業中に就業することが可能になります。
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◆所定外・時間外労働の制限（同法第16条の８、第17条）
事業主は、３歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合

には、その労働者を、所定労働時間を超えて労働させてはなりま
せん。

小学校に入学する前の子を養育する労働者は、１か月24時間、
１年150時間を超える時間外労働を免除してもらうように請求す
ることができます。

◆深夜業の制限（同法第19条）
事業主は、小学校に入学する前の子を養育する労働者が請求し

た場合は、深夜業をさせてはなりません。ただし、所定労働時間
のすべてが深夜にある労働者等は対象外となります。

◆育児のための所定労働時間の短縮の措置（第23条第１項・第２項）
事業主は、３歳に満たない子を養育する労働者について、労働

者が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けることが義務付
けられています。

また、業務の性質等により、短時間勤務制度を講ずることが困
難と認められる労働者については、次のいずれかの措置を講じな
ければならないとされています。

●育児休業に関する制度に準ずる措置
●フレックスタイム制度
●始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ（時差出勤の制度）
●事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

90

5-2　育児に関連する制度



◆小学校就学前の子を養育する労働者に関する措置（同法第24条）
事業主は、小学校就学前の子を養育する労働者に対して、以下

の区分に応じた措置を講じる努力義務があります。

①１歳に満たない子を養育する、育児休業をしていない労働者
・　始業時刻変更等の措置
②１歳から３歳に達するまでの子を養育する労働者
・　育児休業に関する制度
・　始業時刻変更等の措置
③３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
・　育児休業に関する制度
・　所定外労働の制限に関する制度
・　短時間勤務制度
・　始業時刻変更等の措置
（注）�始業時刻変更等の措置とは、フレックスタイム制度、始業終業時刻の繰上げ・繰

下げ（時差出勤の制度）、事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供
与を指します。

◆子の看護休暇（同法第16条の２、同法則第34条）
事業主は、小学校に就学する前の子を養育する労働者から申出

があったときには、子どもの怪我や病気のときに世話をしたり、
子どもに予防接種や健康診断を受けさせたりするための看護休暇
を、年次有給休暇とは別に与えなければなりません。

日数は、労働者１人につき、小学校就学前の子が１人であれば
年５日、２人以上であれば年10日、１日単位又は時間単位で取得
できます。有給か無給かは労使の取り決めによります。

◆配置転換における配慮義務（第26条）
義務教育終了前の子を持つ労働者を転勤させようとするとき

に、事業主は、子の養育の状況の把握、労働者本人の意向の斟酌、
子の養育に関する代替手段の有無を確認するなど、育児の状況に
配慮するよう義務付けられています。
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5-3 介護に関連する制度

介護休業や介護中の労働者への支援等については、育児・介護
休業法（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の
福祉に関する法律）で定められています。

◆介護休業制度(育児・介護休業法第15条）
介護休業は、負傷、疾病、身体上もしくは精神上の障害により、

２週間以上にわたって常時介護を必要とする状態（「要介護状態」
といいます。）にある家族を介護するための休業です。

対象となる家族１人につき、要介護状態に至るごとに、通算93
日休業することができます。通算93日を限度として３回までの分
割取得が可能です。介護休業の対象となる家族は、その労働者の
配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。

休業期間を有給にするか、無給にするかは、就業規則等の定め
に従います。また、雇用保険に加入している労働者には、介護休
業給付金が支給されます。

◆介護休業の対象者（同法第11条第１項・第２項）
介護休業は、事業主に申し出ることにより取得することができ

ます。
対象となる労働者から介護休業の申出があったときには、事業

主は、これを拒むことはできません。
「日々雇用される労働者」は対象から除外されます。
「期間を定めて雇用される労働者」については、以下の要件を

満たせば、介護休業の取得が可能です。

介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から６か月を経過�
する日までに、その労働契約（契約が更新される場合は、更新後のもの）
が満了することが明らかでない者
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労使協定で定めた場合は、次の労働者を対象から除外すること
ができます。

・　雇用されてから１年未満の者
・　休業の申出から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな者
・　１週間の所定労働日数が２日以内の者

◆介護休業の申出等の手続き
休業の申出は、休業の開始予定日・終了予定日など、一定の事

項を示して、休業開始予定日の２週間前までに行う必要がありま
す。また、休業終了予定日は、理由を問わず、１回だけ繰下げ変
更ができます。休業の申出の撤回は、休業開始予定日の前日まで
であれば、理由を問わずに行えます。

◆介護休暇（同法第16条の５、同法施行規則第40条）
要介護状態にある家族を介護する労働者は、対象家族の世話を

行うための介護休暇を、事業主に申し出ることにより、対象家族
が１人であれば年５日、２人以上であれば年10日を、１日単位又
は時間単位で取得することができます。有給か無給かは労使の取
り決めによります。
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◆所定外・時間外労働の制限（同法第16条の９、第18条）
事業主は、要介護状態にある家族を介護する労働者が請求した

場合には、その労働者を、所定労働時間を超えて労働させてはな
りません。

要介護状態にある家族を介護する労働者は、１か月24時間、１
年150時間を超える時間外労働を免除してもらうように請求する
ことができます。

◆深夜業の制限（同法第20条）
要介護状態にある家族を介護する労働者が請求した場合は、深

夜業をさせてはなりません。ただし、所定労働時間の全部が深夜
にある労働者等は対象外となります。

◆所定労働時間の短縮措置等（同法第23条第３項）
事業主は、要介護状態にある家族を介護しながら働いている労

働者に対しては、労働者からの申出に基づき、所定労働時間の短
縮など、働きながら家族を介護しやすくするための措置を講じな
ければならず、具体的には、以下のいずれかの措置を講じなけれ
ばなりません。

●　所定労働時間を短縮する制度
●　フレックスタイム制度
●　始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ（時差出勤の制度）
●　労働者が利用する介護サービスの費用の助成、その他これに
準ずる制度
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◆家族を介護する労働者に関する措置（同法第24条第２項）
家族を介護する労働者に対しては、介護休業の制度又は勤務時

間短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数に配
慮した必要な措置を講じるように努めなければなりません。

◆配置転換における配慮義務（同法第26条）
労働者を転勤させようとするとき、事業主は、労働者の介護の

状況に配慮しなければなりません。具体的には、労働者の家族の
介護の状況の把握、労働者本人の意向の斟酌、家族の介護に関す
る代替手段の有無を確認するなどの内容が例示されています。
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第６章　多様な働き方

6-1 均衡・均等待遇（同一労働・同一賃金）

　近年では、労働者数に占めるパートタイム（短時間）労働者、
有期雇用労働者、派遣労働者等のいわゆる非正規労働者の比率は
すでに３割を大きく超えており、非正規労働者が基幹的な労働力
として活用される業種も増えてきています。
　その一方で、非正規労働者を取り巻く環境としては、「通常の
労働者」（いわゆる正社員）との間の賃金・諸手当、福利厚生、
教育訓練を含む様々な処遇の格差などが依然として存在し、これ
が、多様な働き方の推進や、労働市場における新たな雇用の創出
を阻害する課題と考えられるようになってきました。
　そこで、「働き方改革関連法」により、パートタイム・有期雇
用労働法（短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等
に関する法律）が施行され、「通常の労働者」（いわゆる正社員）
と、パートタイム（短時間）労働者、有期雇用労働者などの非正
規労働者との間の不合理な待遇差や差別的取扱いが禁止されまし
た。また、「通常の労働者」との待遇差の内容や理由などに関す
る使用者の説明義務の強化、行政による事業主への助言・指導や
裁判外紛争解決手続（行政ＡＤＲ）の整備等についても規定され
ました。
　なお、中小企業（P２参照）については、有期契約労働者に関
する均等待遇規定等の改正部分の適用が令和３年３月31日まで適
用されず、旧パートタイム労働法や労働契約法旧第20条の規定が
効力を有していましたが、令和３年４月１日以降は経過措置が終
了していることに注意が必要です。
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◆均衡待遇規定（不合理な待遇差の禁止　同法第８条）
　事業主が、雇用する短時間・有期雇用労働者と通常の労働者と
の間で待遇差を設ける場合は、①職務内容（業務の内容＋責任の
程度）、②職務内容・配置の変更の範囲、③その他の事情の内容
を考慮して、個々の待遇ごとに、その性質・目的に照らして不合
理と認められるものであってはなりません。

○同一労働同一賃金ガイドライン
　短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待
遇の禁止等に関する指針（平30年12月28日厚生労働省告示第430
号）が策定され、同一企業内における「通常の労働者」と非正規
労働者との間に待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合
理なものであり、いかなる待遇差が不合理なものでないのかにつ
き、原則となる考え方が示されています。
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◆均衡待遇規定（不合理な待遇差の禁止　同法第８条）
　事業主が、雇用する短時間・有期雇用労働者と通常の労働者と
の間で待遇差を設ける場合は、①職務内容（業務の内容＋責任の
程度）、②職務内容・配置の変更の範囲、③その他の事情の内容
を考慮して、個々の待遇ごとに、その性質・目的に照らして不合
理と認められるものであってはなりません。

○同一労働同一賃金ガイドライン
　短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇
の禁止等に関する指針（平30年12月28日厚生労働省告示第430号）
が策定され、同一企業内における「通常の労働者」と非正規労働
者との間に待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理な
ものであり、いかなる待遇差が不合理なものでないのかにつき、
原則となる考え方が示されています。

具具体体例例
（（問問題題ととなならら
なないい例例））

原原則則ととななるる考考ええ方方

裁裁判判でで争争いい得得るる法法律律整整備備

具具体体例例
（（問問題題ととななるる

例例））

• 正社員の待遇を不利益に変更する場合は、原則として労使の
合意が必要であり、就業規則の変更により合意なく不利益に変
更する場合であっても、その変更は合理的なものである必要があ
る。ただし、正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇
差を解消するに当たり、基本的に、労使の合意なく正社員の待
遇を引き下げることは望ましい対応とはいえない。

• 雇用管理区分が複数ある場合（例：総合職、地域限定正社
員など）であっても、すべての雇用管理区分に属する正社員と
の間で不合理な待遇差の解消が求められる。

• 正社員と非正規雇用労働者との間で職務の内容等を分離した
場合であっても、正社員との間の不合理な待遇差の解消が求
められる。

ガイドラインの構造

「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要①
（短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針）

○ このガイドラインは、正社員（無期雇用フルタイム労働者）と非正規雇用労働者（パートタイム労働者・有期雇用
労働者・派遣労働者）との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差
は不合理なものでないのか、原則となる考え方と具体例を示したもの。

○ 基本給、昇給、ボーナス（賞与）、各種手当といった賃金にとどまらず、教育訓練や福利厚生等についても記載。
○ このガイドラインに記載がない退職手当、住宅手当、家族手当等の待遇や、具体例に該当しない場合についても、
不合理な待遇差の解消等が求められる。このため、各社の労使により、個別具体の事情に応じて待遇の体系について
議論していくことが望まれる。
（詳しくはこちら）���������������������������������������������������������������

不合理な待遇差の解消に当たり、次の点に留意。
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厚生労働省HPより

① 基本給
• 基本給が、労働者の能力又は経験に応じて支払うもの、業
績又は成果に応じて支払うもの、勤続年数に応じて支払うも
のなど、その趣旨・性格が様々である現実を認めた上で、そ
れぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一
の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

• 昇給であって、労働者の勤続による能力の向上に応じて行う
ものについては、同一の能力の向上には同一の、違いがあれ
ば違いに応じた昇給を行わなければならない。

③ 各種手当
• 役職手当であって、役職の内容に対して支給するものについては、
同一の内容の役職には同一の、違いがあれば違いに応じた支給
を行わなければならない。

• そのほか、業務の危険度又は作業環境に応じて支給される特殊
作業手当、交替制勤務などに応じて支給される特殊勤務手当、
業務の内容が同一の場合の精皆勤手当、正社員の所定労働
時間を超えて同一の時間外労働を行った場合に支給される時
間外労働手当の割増率、深夜・休日労働を行った場合に支給
される深夜・休日労働手当の割増率、通勤手当・出張旅費、
労働時間の途中に食事のための休憩時間がある際の食事手当、
同一の支給要件を満たす場合の単身赴任手当、特定の地域で
働く労働者に対する補償として支給する地域手当等については、
同一の支給を行わなければならない。

＜正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で賃金の決定基準・ルールの相違がある場合＞
• 正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で賃金に相違がある場合において、その要因として賃金の決定基準・ルールの
違いがあるときは、「正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者は将来の役割期待が異なるため、賃金の決定基準・ルールが
異なる」という主観的・抽象的説明ではなく、賃金の決定基準・ルールの相違は、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他
の事情の客観的・具体的な実態に照らして、不合理なものであってはならない。
＜定年後に継続雇用された有期雇用労働者の取扱い＞

• 定年後に継続雇用された有期雇用労働者についても、パートタイム・有期雇用労働法が適用される。有期雇用労働者が定年後
に継続雇用された者であることは、待遇差が不合理であるか否かの判断に当たり、その他の事情として考慮されうる。様々な事情
が総合的に考慮されて、待遇差が不合理であるか否かが判断される。したがって、定年後に継続雇用された者であることのみをもって
直ちに待遇差が不合理ではないと認められるものではない。

「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要②
（短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針）

② 賞与
• ボーナス（賞与）であって、会社の業績等への労働者の貢献
に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の、違
いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

パートタイム労働者・有期雇用労働者（１）

④ 福利厚生・教育訓練

• 食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用、転勤の有無等の要件が同一の場合の転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診
断に伴う勤務免除・有給保障については、同一の利用・付与を行わなければならない。

• 病気休職については、無期雇用の短時間労働者には正社員と同一の、有期雇用労働者にも労働契約が終了するまでの期間を踏
まえて同一の付与を行わなければならない。

• 法定外の有給休暇その他の休暇であって、勤続期間に応じて認めているものについては、同一の勤続期間であれば同一の付与を行
わなければならない。特に有期労働契約を更新している場合には、当初の契約期間から通算して勤続期間を評価することを要する。

• 教育訓練であって、現在の職務に必要な技能・知識を習得するために実施するものについては、同一の職務内容であれば同一の、
違いがあれば違いに応じた実施を行わなければならない。

「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要③
（短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針）

パートタイム労働者・有期雇用労働者（２）
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① 基本給
• 基本給が、労働者の能力又は経験に応じて支払うもの、業
績又は成果に応じて支払うもの、勤続年数に応じて支払うも
のなど、その趣旨・性格が様々である現実を認めた上で、そ
れぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一
の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

• 昇給であって、労働者の勤続による能力の向上に応じて行う
ものについては、同一の能力の向上には同一の、違いがあれ
ば違いに応じた昇給を行わなければならない。

③ 各種手当
• 役職手当であって、役職の内容に対して支給するものについては、
同一の内容の役職には同一の、違いがあれば違いに応じた支給
を行わなければならない。

• そのほか、業務の危険度又は作業環境に応じて支給される特殊
作業手当、交替制勤務などに応じて支給される特殊勤務手当、
業務の内容が同一の場合の精皆勤手当、正社員の所定労働
時間を超えて同一の時間外労働を行った場合に支給される時
間外労働手当の割増率、深夜・休日労働を行った場合に支給
される深夜・休日労働手当の割増率、通勤手当・出張旅費、
労働時間の途中に食事のための休憩時間がある際の食事手当、
同一の支給要件を満たす場合の単身赴任手当、特定の地域で
働く労働者に対する補償として支給する地域手当等については、
同一の支給を行わなければならない。

＜正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で賃金の決定基準・ルールの相違がある場合＞
• 正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で賃金に相違がある場合において、その要因として賃金の決定基準・ルールの
違いがあるときは、「正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者は将来の役割期待が異なるため、賃金の決定基準・ルールが
異なる」という主観的・抽象的説明ではなく、賃金の決定基準・ルールの相違は、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他
の事情の客観的・具体的な実態に照らして、不合理なものであってはならない。
＜定年後に継続雇用された有期雇用労働者の取扱い＞

• 定年後に継続雇用された有期雇用労働者についても、パートタイム・有期雇用労働法が適用される。有期雇用労働者が定年後
に継続雇用された者であることは、待遇差が不合理であるか否かの判断に当たり、その他の事情として考慮されうる。様々な事情
が総合的に考慮されて、待遇差が不合理であるか否かが判断される。したがって、定年後に継続雇用された者であることのみをもって
直ちに待遇差が不合理ではないと認められるものではない。

「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要②
（短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針）

② 賞与
• ボーナス（賞与）であって、会社の業績等への労働者の貢献
に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の、違
いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

パートタイム労働者・有期雇用労働者（１）

④ 福利厚生・教育訓練

• 食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用、転勤の有無等の要件が同一の場合の転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診
断に伴う勤務免除・有給保障については、同一の利用・付与を行わなければならない。

• 病気休職については、無期雇用の短時間労働者には正社員と同一の、有期雇用労働者にも労働契約が終了するまでの期間を踏
まえて同一の付与を行わなければならない。

• 法定外の有給休暇その他の休暇であって、勤続期間に応じて認めているものについては、同一の勤続期間であれば同一の付与を行
わなければならない。特に有期労働契約を更新している場合には、当初の契約期間から通算して勤続期間を評価することを要する。

• 教育訓練であって、現在の職務に必要な技能・知識を習得するために実施するものについては、同一の職務内容であれば同一の、
違いがあれば違いに応じた実施を行わなければならない。

「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要③
（短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針）

パートタイム労働者・有期雇用労働者（２）

　均衡待遇については、賞与や退職金などの処遇を争う裁判事例
も出てきています。例えば、有期のアルバイト従業員への賞与不
支給に関し争われた大阪医科薬科大学事件（最三小判令和２・
10・13）や、売店勤務の契約社員の退職金不支給に関し争われた
メトロコマース事件（最三小判令和２・10・13）では、いずれも
不支給は不合理ではないとの判断が示されました。一方で、最高
裁判決は、賞与や退職金といった処遇も「不合理と認められるも
のに当たる場合はあり得る」としていること、メトロコマース事
件の判決には、正社員に対する退職金の性質は契約社員にも当て
はまり不合理であるとする「反対意見」が付されたことにも留意
しなければなりません。
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◆均等待遇規定（差別的取扱いの禁止　同法第９条）
　職務の内容が通常の労働者と同一であって、当該事業所におけ
る慣行その他の事情からみて、全雇用期間を通じて、職務の内容
や、職務の内容・配置の変更の範囲が通常労働者と同一と見込ま
れる場合（通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者）
には、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取
扱いをしてはなりません。

◆賃金決定時の努力義務（同法第10条）
　事業主は、短時間・有期雇用労働者の賃金を決定する際、通常
の労働者との均衡を考慮しつつ職務の内容、成果、意欲、能力、
経験等を勘案して決めるよう努めなければなりません。ただし、
通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者については除
きます。

◆教育訓練の実施（同法第11条１項・２項）
　事業主は、通常の労働者と職務が同じ短時間・有期雇用労働者
に対しては、職務遂行に必要な能力を付与する教育訓練を通常の
労働者と同様に実施しなければなりません。これ以外の短時間・
有期雇用労働者に対しては、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、
職務の内容、成果、意欲、能力、経験等に応じて教育訓練を行う
よう努めなければなりません。

◆福利厚生施設の利用（同法第12条）
　事業主は、健康の保持や業務の円滑な遂行に資するものとして
厚生労働省令で定めた福利厚生施設（給食施設、休憩室、更衣室）
について、短時間・有期雇用労働者に対しても利用機会を与えな
ければなりません。
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◆通常の労働者への転換推進（同法第13条）
　事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、次のいずれ 
かの措置を講じなければなりません。

①　通常の労働者の募集の際は、その募集内容を既に雇って
いる短時間・有期雇用労働者に周知する。

②　通常の労働者のポストを社内公募する際は短時間・有期
雇用労働者に対しても応募機会を与える。

③　短時間・有期雇用労働者が正社員へ転換するための試験
制度を設けるなど、その他転換を推進するための措置を講
じる。

④　その他の、通常の労働者への転換を推進するための措置
を講じる。

◆待遇についての説明義務の強化（同法第14条）
　事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速や 
かに、賃金や教育訓練等に関する措置の内容について説明しなけ 
ればなりません。
　また、短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、通常
の労働者との間の待遇の相違の内容・理由や、待遇を決定するに
あたって考慮した事項についても説明しなければなりません。こ
の説明にあたって比較する通常の労働者は、職務の内容、職務の
内容及び配置の変更の範囲が最も近いと事業主が判断する通常の
労働者ですが、その選定方法や複数の該当者がいる場合の絞り込
みの方法については、厚生労働省施行通達の示す考え方に従うこ
とが必要です。また、説明する待遇差の内容と理由については、 
客観的・具体的でなければなりません。
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◆相談・苦情への対応や行政ＡＤＲについて
　（同法第16条・第18条・第22条・第24条・第25条）
　事業主は、短時間・有期雇用労働者からの相談に対して適切に
対応できる体制を整備しなければなりません。また苦情の申出に
対しては、苦情処理機関に委ねるなど、自主的な解決を図るよう
に努めることとされています。
　また、厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の
改善等を図るために必要があると判断した場合は、事業主に対し
て報告を求めたり、助言・指導・勧告を行うことができます。特
に、労働条件（特定事項）に関する文書の交付（第６条第１項）、
差別的取扱いの禁止（第９条）、教育訓練の実施（第11条第１項）、
福利厚生施設の利用（第12条）、通常の労働者への転換推進（第
13条）、待遇についての説明義務（第14条）についての勧告に事
業主が従わなかった場合は、その旨を公表される場合があります
ので注意が必要です。
　さらに、第三者機関である紛争調整委員会による調停の制度が
設けられています。
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6-2 無期転換ルール

　有期労働契約には、雇止めや契約更新時の労働条件の変更等、
有期雇用に特有の問題が発生することがあります。
　現実には、有期契約を繰り返し更新しながら長期間働いている
労働者も一定数存在しています。そのような労働者が、安心して
働き続けることができる環境を整備するため、「無期転換ルール」
が定められています。

◆期間の定めのない労働契約への転換（労働契約法第18条）
　有期労働契約が５年を超えて反復更新された場合、次の条件を
満たせば、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約に転
換することとなります（一般に「無期転換ルール」といわれてい
ます）。
　会社によって、「契約社員」「アルバイト」などの様々な呼称が
ありますが、契約期間に定めのある雇用契約であれば全て「無期
転換ルール」の対象になります。
　また、「派遣社員」については、派遣元の会社に「無期転換ルー
ル」への対応が求められるため、注意が必要です。

【無期転換の条件】
①　有期労働契約の通算期間が５年を超えている

　実際に働いた年数が５年を経過していなくても、たとえば、契
約期間が３年の有期労働契約を更新した場合などは、通算契約期
間自体は６年になるため、４年目には無期転換申込権が発生して
いることになります。
　同一の使用者との間で有期労働契約を締結していない期間（無
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契約期間）が、一定の長さ以上にわたる場合、この期間が「クー
リング期間」として扱われ、それ以前の契約期間は通算対象から
除外されます。クーリング期間は、それまでの通算契約期間が１
年以上の場合には６か月、１年未満の場合には、原則的に契約期
間の半分（端数は１か月単位で切り上げ）です。

②　契約の更新回数が１回以上
　契約更新等によって、同一の使用者との間で、２以上の有期労
働契約を締結したことが要件になります。

③　現時点で同一の使用者との間で契約している
　通算５年を超え、契約を結んだ使用者との間で、現在、有期雇
用契約を結んでいることが要件になります。
　また、無期転換申込権の発生を回避するため、就業実態に変更
がないにも関わらず、派遣形態や請負形態を偽装し、他の使用者
に労働契約の締結主体を替えた場合、同一の使用者の要件を満た
すものとしてみなされます。

↑
締
結

↑
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更
新
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更
新

↑
更
新
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更
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通算5年を超えて契約更新した労働者が、その契約
期間中に無期転換の申込みをしなかったときは、
次の更新以降でも無期転換の申込みができます。

【契約期間が3年の場合の例】

【契約期間が1年の場合の例】

無期労働契約

いつ無期転換の申込みができるか（無期転換の仕組み）

無期労働契約

無期労働契約

５年

５年

3年 3年

1年 1年 1年 1年 1年1年 1年 1年 1年 1年1年 1年 1年 1年 1年1年 1年 1年 1年 1年1年 1年 1年 1年 1年1年 1年 1年 1年 1年1年 1年 1年 1年 1年1年 1年 1年 1年 1年1年 1年 1年 1年 1年1年 1年 1年 1年 1年1年 1年 1年 1年 1年1年 1年 1年 1年 1年1年 1年 1年 1年 1年1年 1年 1年 1年 1年1年 1年 1年 1年 1年1年 1年 1年 1年 1年1年 1年 1年 1年 1年1年 1年 1年 1年 1年1年 1年 1年 1年 1年1年 1年 1年 1年 1年1年 1年 1年 1年 1年1年 1年 1年 1年 1年1年 1年 1年 1年 1年1年 1年 1年 1年 1年

1年 1年

1年
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◆無期転換ルールの例外
　無期転換ルールには、次のような特例があります。
①　高度専門職の特例

　５年を超える一定の期間内に完了することが予定されている 
業務に従事する、高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験 
を持つ有期労働者が、その業務に従事している期間には無期転 
換申込権が発生しません（上限10年）。

②　継続雇用の高齢者の特例
　定年後引き続き有期契約で雇用される有期労働者は、その事 
業主に雇用されている期間、無期転換申込権が発生しません。

③�　大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する特例無期
転換申込権の発生までの期間が特例として10年です。

なお、上記の①・②については、事業主が、適切な雇用管理に関
する計画を作成し、都道府県労働局長へ提出・認定を受ける必要
があります。

◆無期転換ルールの制度改正（令和６年４月）
①　契約時の明示内容拡充

　［契約締結時］
　・�契約更新の上限の有無　・契約更新の上限となる通算期間

又は更新回数
　［無期転換ができるタイミングの更新時］
　・無期転換できること　・転換後の労働条件

②　無期転換ルールについて会社に説明を求めることができる
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6-3 派遣労働

　派遣労働の仕組みは、派遣労働者、派遣元、派遣先の三者から
成り立っています。
　派遣労働者は、派遣元（派遣会社）に雇用されますが、実際に
は派遣先の会社に行き、そこで指揮命令を受けて働くことになり
ます。派遣元は、派遣先と労働者派遣契約を結び、それに基づい
て労働者の派遣を行います。
　派遣先は、労働者から労務の提供を受けた後に派遣元に派遣料
金を支払い、派遣元は派遣労働者へ賃金を支払います。

　このように、派遣労働は一般的な働き方とは大きく異なってい
るため、派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進を図るため、労働
者派遣法（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の
保護等に関する法律）及び派遣元指針（派遣元事業主が講ずべき
措置に関する指針）、派遣先指針（派遣先が講ずべき措置に関す
る指針）が定められています。
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◆登録型派遣労働者と常用型派遣労働者
　派遣労働は、労働者の契約形態によって登録型と常用型の２つ
のタイプに分けられます。
　登録型の派遣労働者は、派遣元に氏名や希望する業務、スキル
等を登録しておき、仕事が発生したときにだけ派遣元と労働契約
を結び、派遣先で働きます。一方、常用型の派遣労働者は、派遣
元と常に労働契約を結んでいる状態で、派遣先で働きます。

◆就業条件等の明示（労働者派遣法第34条）
　一般的な労働条件の明示事項に加え、派遣先の指揮命令者、派
遣元・派遣先責任者、派遣元・派遣先の苦情申出先、派遣先の組
織単位、組織単位における期間制限に抵触する日、派遣期間、派
遣先の事業所単位の期間制限に抵触する日、派遣契約解除の場合
の措置、派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置、派
遣料金（派遣先が派遣元へ支払う料金）などを、派遣元は派遣労
働者に書面等で明示することになっています（令和３年１月より
電磁的記録による作成も可能）。

◆派遣期間の制限（同法第40条の2、第40条の3）
　平成27年改正労働者派遣法の施行日である平成27年９月30日以
後に締結・更新された労働者派遣契約では、すべての業務に対し
て、次の２種類の期間制限が適用されます（施行日時点ですでに
締結されている労働者派遣契約については、その契約が終了する
まで、改正前の法律の期間制限が適用されます）。

派遣先事業所
単位の
期間制限

個人単位の
期間制限

派遣先の同一事業所における派遣労働者の受け入れは原則、3年が限度。
それを超えて受け入れるには、過半数労働組合等からの意見聴取が必要。
異議があった場合には対応方針等の説明義務を課す。

派遣先の同一組織単位（課など）における同一の派遣労働者の受け入れ
は、3年が限度。
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　ただし、以下の場合には、派遣期間の制限の適用がありません。
（1）派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者、（2）60歳以上の
派遣労働者、（3）終期が明確な有期プロジェクト業務、（4）日数
限定業務（１か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日
以下）、（5）産前産後休業・育児休業・介護休業等取得者の業務

◆事前面接等の禁止（同法第26条第６項）
　派遣先となる会社が、派遣労働者を指名することはできません。
派遣開始前の面接や履歴書の送付は、紹介予定派遣の場合を除き、
原則として禁止されています。

◆元の勤務先への派遣の禁止（同法第35条の５、第40条の９）
　60歳以上の定年退職者を除き、退職後１年以内に、同じ会社で
派遣労働者として働くことはできません。

◆派遣が禁止されている業務（同法第４条）

（1）港湾運送業務、（2）建設業務、（3）警備業務、
（4）病院等における医療関係の業務（紹介予定派遣、産休等休業

　取得者の代替、へき地などでの派遣就業は除く）、
（5）弁護士、税理士等のいわゆる「士」業務（一部例外有）

◆いわゆる「日雇派遣」の原則禁止
　（労働者派遣事業関係業務取扱要綱第６の17・28、日雇派遣指針）
　日々又は30日以内の期間を定めて雇用されている労働者の派遣
は、下記の政令で定められた業務又は高齢者や学生、年収条件等
一定の場合を除いて禁止されています。
　また、令和３年４月１日以降は、社会福祉施設等への看護師の
日雇派遣が認められています。
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◆雇用安定措置（同法第30条）
　同一の組織単位（課など）に継続して３年間派遣される見込み
がある派遣労働者に対し、派遣元は、派遣終了後の雇用を継続さ
せる措置として、①派遣先への直接雇用の依頼、②新たな派遣先
の提供（合理的なものに限る）、③派遣元での（派遣労働者以外
としての）無期雇用、④その他安定した雇用の継続を図るための
措置、のいずれかを講じる義務があります（１年以上３年未満の
派遣見込みの労働者については努力義務）。

◆キャリアアップ措置（同法第30条の２、同法施行規則第25条の14）
　派遣元事業主は、派遣労働者のキャリアアップを図るため、①
段階的かつ体系的な教育訓練、②希望者に対するキャリア・コン
サルティングの機会の確保等を実施し、派遣労働者に対し、雇入
れ時の説明が義務づけられています。

◆労働契約申込みみなし制度（同法第40条の６項第１項）
　派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場
合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対し
て労働契約の申込み（直接雇用の申込み）をしたものとみなします。

【例外として日雇派遣が可能な業務】
●情報処理システム開発　●機械設計　●事務用機器操作
●通訳、翻訳、速記　●秘書　●ファイリング　●調査
●財務　●貿易　●デモンストレーション　●添乗
●受付・案内　●研究開発　●事業の実施体制の企画、立案
●書籍等の制作・編集　●広告デザイン　●ＯＡインストラクション
●セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

108

6-3　派遣労働



　対象となる違法派遣は、①派遣禁止業務従事、②無許可の事業
主から労働者派遣を受け入れた場合、③期間制限の違反、④いわ
ゆる偽装請負です。

◆雇止め・解雇について
　雇用主である派遣元と派遣労働者の間の、契約更新・雇止め・
解雇に関するルールは、基本的に一般の場合と同様です。
　派遣元と派遣先が結ぶ労働者派遣契約と、派遣元と派遣労働者
が結ぶ労働契約は別個のものなので、労働者派遣契約が中途解約
された場合であっても、派遣元は派遣労働者をすぐに解雇できる
わけではありません。
　派遣元は、他の派遣先などの新たな就業機会を確保すること、
確保できない場合は、まず休業などを行い、雇用の維持を図るこ
とが必要です。

◆紹介予定派遣（同法第２条第４号）
　紹介予定派遣とは、派遣期間の終了後、派遣元から派遣先に、
派遣労働者を職業紹介することを予定して派遣就業させる制度で
す。
　紹介予定派遣の場合に限っては、派遣就業が終了した後にス
ムーズに直接雇用へと移行することができるように、派遣就業開
始前の面接や履歴書の送付及び求人条件の明示や採用の内定等を
行うことができます。
　派遣受入期間は最長６か月までです。また、直接雇用での採用
後、試用期間を設けることはできません。
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◆労働者派遣といわゆる「偽装請負」
　派遣労働と混同しやすい働き方として請負があります。請負の
場合は、まず請負業者が注文主と請負契約を結んで仕事を引き受
けます。さらに、請負業者は自分が雇用する労働者を指揮命令し
て、請負業者自らの責任で業務を完結させることになります。
　請負の場合は、業務の遂行や、労働時間管理に関する指示等に
ついて、請負業者自らが行います。一方、請負業者に代わって注
文主が業務に関する指示を直接行うなど、実態が労働者派遣であ
るにもかかわらず、契約形式が請負契約であるものを「偽装請負」
といいますが、これは違法です。
　偽装請負では、雇用主としての責任が曖昧になり、様々なトラ
ブルの原因にもなりますので、働き始める時に確認しましょう。

◆派遣労働者の均等・均衡待遇
　派遣労働者の場合、労務の提供先が雇い主（派遣元）ではなく
派遣先であるという特殊性があるため、均等・均衡待遇の比較対
象は、原則として派遣先の「通常の労働者」ということになりま
す（派遣先均等・均衡方式）。しかし、派遣先の労働者との均等・
均衡待遇についてのみルール化すると、派遣先が変わるごとに賃
金水準が変わってしまい、派遣労働者の所得が不安定になる可能
性があります。
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　そのため、平成30年の労働者派遣法改正では、労使協定方式と
いう方式も制度化されました。
　また、法改正により、派遣先に対し、派遣元への比較対象労働
者の待遇に関する情報提供義務などが新設されました。（同法第
26条第７・８・10項）

○派遣先均等・均衡方式（同法第30条の３第１項）
　パートタイム · 有期雇用労働者における均等 · 均衡待遇規定と
同じ考え方で、派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者の
間の不合理な待遇差、差別的取扱いを禁止するものです。個別の
判断にあたっては、同一労働同一賃金ガイドラインに基づく対応
となります。

○労使協定方式（同法第30条の４）
　均等・均衡方式に代わり、派遣労働者の賃金を同種の業務に従
事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同等以上にする方法を
選ぶこともできます。ただし、これには下記の要件を満たすこと
が必要です。

　①　労使協定の締結
　派遣元事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合又は
労働者の過半数代表者と以下の要件を満たす労使協定を締結
し、当該協定に基づいて待遇を決定しなければなりません（派
遣先の教育訓練、福利厚生は除く）。
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②　労使協定に定める要件
（1）　その待遇が当該協定で定めるところによることとされ

る派遣労働者の範囲
（2）　派遣労働者の賃金を同種の業務に従事する一般の労働

者の平均的な賃金の額※と同等以上であること
（3）　職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等の向上があっ

た場合に賃金が改善されること
（4）　賃金決定にあたり公正な評価をすること
（5）　賃金以外の待遇について、派遣元事業主に雇用される

通常の労働者と比較して不合理でないこと
（6）　段階的・計画的な教育訓練を実施すること　等

※同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額
　比較の対象となる一般労働者の賃金については、「派遣労働
者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均
的な賃金の額として厚生労働省令で定めるもの」と規定されて
います（労働者派遣法第30条の４第１項第２号イ）。
　具体的には、厚生労働省が実施する賃金調査（賃金構造基本
統計調査及び職業安定業務統計）を基にして、職種別の一覧表
と能力・経験調整指数、地域指数（都道府県別及びハローワー
ク別）を、毎年政府が時給ベースで公表し、それをもとに、労
使協定を締結することになります。
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第７章　安全・快適な職場環境

7-1 安全衛生

職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な
職場環境の形成を促進することを目的として定められたのが労働
安全衛生法です。

事業者（個人事業であればその事業主、法人企業であれば会社
そのもの）は、労働災害を防止するために、労働安全衛生法で定
められた最低基準を守るだけなく、快適な職場環境をつくり、労
働条件を改善することで、労働者の安全と健康を守らなければな
りません（労働安全衛生法第３条第１項）。また、重大災害を繰
り返す企業には、厚生労働大臣が改善計画の作成を指示すること
ができ、従わない場合には企業名が公表される場合もあります。
同様に、労働者も労働災害を防止するために必要な事項を守り、
事業者が実施する労働災害防止の措置に協力するように努めなけ
ればなりません（同法第４条）。

労働安全衛生法では、事業者が講ずべき措置について、次のよ
うに示しています。

◆安全衛生管理体制を確立すること（労働安全衛生法第10条～第19条）
一定規模以上の事業場では、総括安全衛生管理者、安全管理者、

衛生管理者、安全衛生推進者等を選任して、事業場内の安全衛生
管理体制を確立しなければなりません。

さらに、事業場の安全衛生管理に労働者の意見を反映させるた
めの「安全委員会」や「衛生委員会」の設置や、事業場の労働者
の健康管理等を行うための「産業医」の制度を定めています。
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◆労働者の危険又は健康障害を防止するための措置（同法第20条～第36条）
事業者は、労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な

措置を講じなければなりません。また、労働者を就業させる建設
物その他の作業場の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿等、
労働者の健康、風紀及び生命の保持のために必要な措置を講じな
ければなりません。また、一定の危険性・有害性が確認されてい
る化学物質は調査を義務付けられます。

◆労働者の就業に当たっての措置（同法第59条～第63条）
事業者は、労働者を雇い入れたとき又は労働者の作業内容を変

更するときには、安全衛生教育を行わなければなりません。
クレーン運転など一定の業務については、免許を有する者、一

定の技能講習を修了した者でなければ就業させてはなりません。
中高年齢者など特に労働災害の防止に配慮を必要とする者につ

いては適正な配置をするように努めなければなりません。

◆労働者の健康の保持増進のための措置（同法第66条～第71条）
事業者は、労働者を雇い入れるときや、継続雇用するときには、

当該労働者に対し、定期健康診断を行わなければなりません。さ
らに事業場の業務が有害業務である場合は、特別な健康診断を行
わなければなりません。

有所見者（健康診断で何らかの異常が見つかった者）について
は、健康保持のために必要な措置について医師等の意見を聴き、
労働者の実情を考慮した上で適切な措置を講じなければなりませ
ん。

長時間労働者については、労働者からの申出があれば、医師に
よる面接指導を行う必要があります。対象となる労働者の要件に
ついては、時間外・休日労働時間が１月あたり80時間を超え、か
つ疲労の蓄積が認められる者となっています（同法第66条の８第

114

7-1　安全衛生



１項、労働安全衛生規則第52条の２）。
また、新技術・新商品等の研究開発業務従事者や、高度プロ

フェッショナル制度の対象労働者に対する、医師による面接指導
についても強化されました（同法第66条の８の２、同法第66条の
８の４）。

さらに、メンタルヘルスの不調を未然に防止することを主な目
的として、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行う、
ストレスチェックの実施が、事業者に義務付けられています（50
人未満の事業場は当分の間努力義務）。ストレスチェックの結果、
一定の要件に該当する労働者から申出があった場合にも、医師に
よる面接指導を行わなければなりません（同法第66条の10）。

労働者の受動喫煙の防止について、事業者は「事業者および事
業場の実情に応じ適切な措置」を取るよう努めなければなりませ
ん。具体的には、事業者が受動喫煙の現状把握と分析を行い、衛
生委員会等で具体的な対策を決めて実施することになっていま
す。

◆快適な職場環境の形成のための措置（同法第71条の２）
事業者は、事業場における安全衛生の水準向上のため、職場環

境を快適な状態に維持管理する努力義務があります。このため、
作業方法の改善、疲労回復のための措置を講ずることが必要とさ
れていますが、最近では事業場内のいじめやストレスからくるメ
ンタル疾患などについて、事業者の責任が問われるケースも生じ
ています。
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7-2 労災保険

労働者が仕事のうえで怪我をしたり、病気になることを労働災
害といいます。労働災害が発生したときには、使用者は労働者の
療養費を負担しなければなりません。また、怪我や病気の療養の
ために労働者が働けず賃金を得られないときには、労働者に平均
賃金の６割の休業補償を行わなければなりません（労働基準法第
75条、同第76条）。

しかし、例えば事業主に十分な支払い能力がなかったり、大き
な事故で補償額が多額にのぼり、支払いが困難になる可能性もあ
ります。そのため、労働者災害補償保険法に基づき、事業主が納
める保険料から補償を行う、労災保険の制度がつくられました。

◆労働者災害補償保険（労災保険）のしくみ
労災保険は、労働者が仕事上や通勤の途中で怪我をしたり、病

気にかかったり、死亡したときなどに、国が事業主に代わって必
要な補償を行う保険です。労災保険料は事業主のみが負担します。
労災保険は、原則として労働者を一人でも雇用する場合は適用事
業となり、適用事業で働く正社員だけでなく、パートタイム労働
者、アルバイト等を含めすべての労働者に適用されます。

補償を受けられるのは、労働基準監督署長が労働災害であると
認定した場合に限られます。そのためには、次の要件を満たして
いることが必要です。

なお、中小企業の事業主、建設業等の一人親方（労働者を使用
しない個人事業主）、労働契約以外で働く芸能関係作業従事者・
アニメーション制作作業従事者・柔道整復師・フリーのＩＴエン
ジニアやクラウドワーカー等についても、労災保険に特別加入す
ることができる制度があります。
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○　業務遂行性
労働者が労働契約に基づいた事業主の支配下にある状態

（作業中だけではなく、作業の準備行為・後始末行為、出張
中などの場合にも「業務」とみなします）において発生し
た負傷・疾病等であること。
○　業務起因性

業務と傷病等との間に一定の因果関係があること。
疾病の場合は、業務が原因で発症したのかどうかの判断

が難しいものもあるので、業務上の疾病の範囲は法律で定
められています。

◆長時間労働による労災の認定について
過労死等防止対策推進法における「過労死等」の定義は、「業

務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因
とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害
を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心
臓疾患若しくは精神障害」となっています。

脳・心臓疾患や精神障害の原因は様々であり、その全てが労災
と認定されるわけではありませんが、脳・心臓疾患の業務上認定
の基準において、長期間の過重業務による疲労の蓄積を考慮する
場合の目安が示されています。

具体的には、発症前１か月におおむね100時間または発症前２
か月間ないし６か月間にわたって１か月あたり80時間を超える時
間外労働が認められる場合について業務と発症との関連が強いと
評価できるとされています。また、この時間に至らなかった場合
も、これに近い時間外労働を行った場合には、「労働時間以外の
負荷要因」の状況も十分に考慮し、業務と発症との関連が強いと
評価できるとされています。
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時間外・休日労働時間

長くなるほど
月45時間以内

月100時間超または
２～６か月間平均で月80時間を越えると

健康障害のリスク

（厚生労働省パンフレットから）

徐々に高まる
低

高

⇒
⇒

⇒

【長時間労働と過労死等】
長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と
考えられ、さらには脳・心臓疾患との関連性が強いという医学的見地が得
られています。
［時間外・休日労働時間と健康障害リスクの関係］

【労働時間以外の負荷要因】

【長時間労働と過労死等】
　長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要
な要因と考えられ、さらには脳・心臓疾患との関連性が強いとい
う医学的見地が得られています。

拘束時間の長い勤務
休日のない連続勤務

勤務間インターバルが短い勤務
※「勤務間インターバル」とは、終業から次の勤務の始業まで
をいいます

不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務
出張の多い業務
その他事業場外における移動を伴う業務

温度環境

騒音

勤務時間の不規則性

事業場外における移動を伴う業務

労
働
時
間
以
外
の
負
荷
要
因 作業環境

※長期間の過重労働では付加的に評価

心理的負荷を伴う業務
身体的負荷を伴う業務

 

時間外・休日労働時間

長くなるほど
月45時間以内

月100時間超または
２～６か月間平均で月80時間を越えると

健康障害のリスク

（厚生労働省パンフレットから）

徐々に高まる
低

高

⇒
⇒

⇒

［時間外・休日労働時間と健康障害リスクの関係］
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◆通勤災害について
労災保険は通勤のときに怪我をしたり病気にかかったときにも 

適用されます。この場合の「通勤」とは、①住居と就業の場所と
の間の往復②就業の場所から他の就業の場所への移動③単身赴任 
先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路及び方法によ
り行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされて
います。往復の経路を逸脱又は中断した場合には、逸脱または中
断の間及びその後の往復は「通勤」にあたりません。

ただし、逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、や 
むを得ない理由（例えば、日用品の購入や病院・診療所で診療や
治療を受ける場合など）で行う最小限のものである場合には、逸
脱又は中断の部分を除き「通勤」となります。

◆労災保険の請求手続
労災保険の請求手続きは、労働者本人又はその遺族が、所定の 

様式の請求書を提出することにより行います。これを受け、労働 
基準監督署が調査を行い、保険給付を行います。請求書の作成に 
は、事業主や医師等の証明が必要となっていますので、会社の協 
力が不可欠だといえます。

また、労働者が労働災害にあって休業、死亡した場合、会社は
労働基準監督署にその事故を報告することが義務となっています。
労災を隠すことは違法であり、罰則が適用されることもあります。
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◆労災保険からのおもな給付内容
労災保険からの給付には、次のようなものがあります。

○　療養補償給付（通勤災害の場合は療養給付）
怪我や病気が治るまで、労働者が無料で診察及び治療等

が受けられるようにするものです。
○　休業補償給付（通勤災害の場合は休業給付）

怪我や病気のため労働者が働けず賃金を得られないとき
には、働けなくなった日の４日目から、休業（補償）給付
として給付基礎日額の60％相当額、休業特別支給金として
20％相当額が支給されます。ただし業務災害による休業の
場合には、最初の３日間分は、労働基準法第76条に基づいて、
使用者が平均賃金の60％を補償しなければなりません。
○　傷病補償年金（通勤災害の場合は傷病年金）

療養を開始してから１年６か月を経過しても怪我や病気
が治らないときなどに、それまで支給されていた休業補償
給付は打ち切られ、傷病による障害の程度に応じて年金が
支給される場合もあります。この他に傷病の程度に応じて
傷病特別支給金が支給されます。
○　障害補償給付（通勤災害の場合は障害給付）

怪我や病気が治っても障害が残ったときには、その程度
に応じて障害（補償）年金あるいは障害（補償）一時金が
支給されます。このほかに障害の程度に応じて障害特別支
給金が支給されます。
○　遺族補償給付（通勤災害の場合は遺族給付）

怪我や病気により死亡した場合は、遺族（補償）年金、
あるいは遺族（補償）一時金が支給されます。このほかに
遺族特別支給金や遺族特別年金等が支給されます。
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7-3  パワーハラスメント

　職場におけるパワーハラスメントは、労働者の尊厳や誇りを傷
つけるばかりでなく、生産性の低下や人材の流出などという形
で、 企業経営にも大きな影響を及ぼします。
　パワーハラスメントの防止や実際に起こった場合の対処は、労 
働者個人の問題ではなく、労働者の安全に配慮する義務の観点か 
らも、企業の雇用管理上の問題であるともいえます。
　しかし、個々の事例については、上司による「業務上の指導」 
の範囲内なのか、パワーハラスメントなのかの判断が困難な場合
が出てきます。そこで国では、パワーハラスメントの定義を明ら
かにしたうえで、これまでの判例等により類型化し、今後対策を
進めるための基準としました。
　さらに令和２年６月からは、労働施策総合推進法の改正により、
セクシュアルハラスメントやマタニティハラスメントと同様、パ
ワーハラスメント防止措置を講ずることや相談窓口等の設置が事
業主の義務となり、相談等を理由とする労働者への不利益取扱い
の禁止等も定められました。また、都道府県労働局長による助
言・指導や調停による紛争解決援助の制度も設けられました。

◆職場におけるパワーハラスメントとは
　職場におけるパワーハラスメントとは、①優越的な関係を背景 
とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの 
により、③雇用する労働者の就業環境が害されるものをいいます

（労働施策総合推進法第30条の２）。
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　なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適
正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメン
トには該当しないとされています。

①優越的な関係を背景とした言動
　言動を受けた労働者が、言動の行った者に対して抵抗又は拒絶
することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるもの

（例）・職務上の地位が上位の者による言動
・同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必

要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得な
ければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの

・同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は
拒絶することが困難であるもの

②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
　社会通念に照らし、明らかに業務上必要性がない、又はその態
様が相当でない言動

（例）・業務上明らかに必要性のない言動
・業務の目的を大きく逸脱した言動
・業務を遂行するための手段として不適当な言動
・当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会

通念に照らして許容される範囲を超える言動

③労働者の就業環境が害されること
　言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働
者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪
影響が生じる等、当該労働者が就業する上で看過できない程度の
支障が生じること
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●パワーハラスメントの代表的な類型
　雇用管理上講ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労働
省告示第５号）では、パワーハラスメントを下記の６つの類型に
整理し、それぞれについて典型的な例を挙げています。
　ただし、パワーハラスメントに該当するかどうかは、個々の事
例ごとに判断されるため、６類型で全てが網羅されているわけで
はないことに注意が必要です。

【６つの類型】
①　身体的な攻撃（暴行・傷害）
②　精神的な攻撃（脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言）
③　人間関係からの切り離し（隔離・仲間外し・無視）
④�　過大な要求（業務上明らかに不要なことや遂行不可能な

ことの強制、仕事の妨害）
⑤�　過小な要求（業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離

れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと）
⑥　個の侵害（私的なことに過度に立ち入ること）

●「職場」とは
　ここでいう「職場」とは、「事業主が雇用する労働者が業務を
遂行する場所」を指し、労働者が通常就業している場所以外の場
所であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に
含まれます。例えば、取引先の事務所・取引先と打合せをするた
めの飲食店（接待の席も含む）・顧客の自宅・取材先・出張先・
業務で使用する車中なども「職場」に含まれます。
　また、勤務時間外の「宴会」などであっても、実質上職務の延
長と考えられるものは「職場」に該当しますが、その判断にあ
たっては、職務との関連性、参加者、参加が強制的か任意かと
いったことを考慮して個別に行う必要があります。
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7-4 セクシュアルハラスメント

　男女雇用機会均等法は、職場におけるセクシュアルハラスメン
トについて、事業主が雇用管理上必要な措置を取るよう義務付け
るとともに、国による紛争解決援助等について規定しています。
　また、令和２年６月以降は、自社の労働者が他社の労働者にセ
クシュアルハラスメントを行った場合の協力対応も、事業主に義
務付けられました。

◆職場におけるセクシュアルハラスメントとは（均等法第11条）
　職場におけるセクシュアルハラスメントとは、職場における性
的な言動によって、それに対応する労働者が仕事をするうえで一
定の不利益を被ったり、就業環境が悪化したりすることをいいま
す。
　なお、「職場」については、職場におけるパワーハラスメント
と同じ考え方です。

◆性的な言動とは
　性的な言動とは、性的な内容の発言および性的な行動を指しま
す。
●「性的な内容の発言」の例
　性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報（噂）を流布
すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、
個人的な性的体験談を話すことなど
●「性的な行動」の例
　性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わ
いせつ図画を配布・掲示すること、強制わいせつ行為など
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◆職場におけるセクシュアルハラスメントの種類
　職場におけるセクシュアルハラスメントには「対価型」と「環
境型」があります。

●「対価型」とは
　労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応（拒否や
抵抗）により、その労働者が解雇、降格、減給、労働契約の更新
拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置
転換などの不利益を受けることです。

（例）・�事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要
求したが、拒否されたため、その労働者を解雇すること。

・�出張中の車中において上司が労働者の腰、胸などに触った
が、抵抗されたため、その労働者に不利益な配置転換をす
ること。

・�営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事
柄について公然と発言していたことに対して、抗議した労
働者を降格すること。

●「環境型」とは
　労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快
なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、
その労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること
を指します。

（例）・�事務所内において上司が労働者の腰、胸などに度々触った
ため、その労働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下して
いること。

・�同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意
図的かつ継続的に流布したため、その労働者が苦痛に感じ
て仕事が手につかないこと。
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・�同僚が業務に使用するパソコンでアダルトサイトを閲覧し 
ているため、それを見た労働者が苦痛に感じて業務に専念 
できないこと。

◆性的な言動の行為者等
　性的な言動を行う者は、事業主、上司、同僚に限らず、取引先
の事業主や労働者、顧客、患者又はその家族、学校における生徒
等もなり得ます。
　また、異性に対するものだけでなく、同性に対するものも該当
します。
　さらに、被害を受ける者の性的指向（人の恋愛・性愛の対象が
どの方向に向かうのか）や性自認（自分自身の性別を自分でどの
ように認識しているか）※1にかかわらず、性的な言動であれば該
当します。したがって、性的マイノリティ※2への不適切な言動も、
セクシュアルハラスメントとなり得ることに注意する必要があり
ます。

※１　�性自認や性的指向は、性的指向 Sexual Orientation 及び
性自認 Gender Identity の頭文字をとって、SOGI（「ソジ」

「ソギ」）と表現することもあります。
※２　�「出生時に判定された性別と性自認が一致し、かつ性的指

向は異性」というパターンに当てはまらない人々。LGBT 
などとも呼ばれます。

126

7-4　セクシュアルハラスメント



7-5 マタニティハラスメント

　妊娠・出産や、産休・育休の取得などを理由として、不利益な
取扱いをしたり、就業環境を害したりすること（いわゆる「マタ
ニティハラスメント」）は、男女雇用機会均等法や育児・介護休
業法で禁じられています。

◆不利益取扱いの禁止（均等法第９条第３項、育介法第10条）
　労働者が妊娠、出産したことや、育児休業を取得したことなど
を理由に、解雇、雇止め、降格などの不利益な取扱いをすること
は、法律で禁じられています。

【マタニティハラスメントとされる不利益取扱いの例】
・解雇すること
・期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと、

契約の更新回数の上限を引き下げること
・退職するように強要すること、正社員からパートタイム労働者な

どに契約内容を変更するように強要すること
・自宅待機を命じること
・労働者の希望する期間を超えて、その意に反して所定外労働の制

限、所定労働時間の短縮等を行うこと
・降格させること
・減給や、賞与等で不利な算定を行うこと
・人事考課で不利益な評価を行うこと
・不利益な配置換えを行うこと
・就業環境を害すること
・派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者

に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと。
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7-6 ハラスメントの防止・紛争解決

　職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、
マタニティハラスメントなどを防止するために、事業主の雇用管
理上講ずべき措置が義務付けられており、その具体的な内容は厚
生労働省の指針に定められています。（労働施策総合推進法第30
条の２第１項、均等法第11条第１項、同法第11条の３第１項、育
介法第25条）
　なお、派遣労働者に対しては、派遣元のみならず、派遣先事業
主も措置を講じなければなりません。

ハラスメント防止のために事業主が講ずべき措置

〇事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
（１）ハラスメントの内容、ハラスメントを行ってはならない旨の方針
を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

（注）「職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを防
止するために講ずべき措置」は上記に加えて、妊娠・出産・育児休
業等に関する否定的な言動が職場における妊娠・出産・育児休業等
に関するハラスメントの発生の原因や背景になり得ることと、制度
等の利用ができることを明確化すること。

（２）ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対
処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知 
・啓発すること。
〇相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

（３）相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
（４）相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにす
ること。ハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそ
れがある場合や、ハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、
広く相談に対応すること。
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〇職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
（５）事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
（６）事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮
のための措置を適正に行うこと。

（７）事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
（８）再発防止に向けた措置を講ずること。
（注）「セクシュアルハラスメントを防止するために講ずべき措置」に関

しては、行為者が他の事業主が雇用する労働者や他の事業主である
場合、他の事業主に措置への協力を求めることも含まれます。

〇併せて講ずべき措置
（９）相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を
講じ、労働者に周知すること。

（10）事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府
県労働局の援助制度を利用したこと等を理由として、解雇その他不利益
な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
〇マタニティハラスメントの原因や背景となる要因解消のための措置
　業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者その他の労働者の
実情に応じ、必要な措置を講ずること（派遣労働者にあっては派遣元事
業主に限る）。

パワーハラスメントについては令和２年厚生労働省告示第５号
セクシュアルハラスメントについては平成18年厚生労働省告示第615号
マタニティハラスメントについては平成28年厚生労働省告示第312号
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◆望ましい取組
　職場におけるハラスメントを防止するため、使用者が行なうこ
とが望ましい取組も定められています。
　例えば、自らの雇用する労働者以外の者に対する言動に関して
行うことが望ましい取組として、職場におけるパワーハラスメン
トを行ってはならない旨の方針を明確化する際に、他の事業主が
雇用する労働者、就職活動中の学生等の求職者、個人事業主など
のフリーランス・インターンシップ中の者、教育実習生などに対
する言動についても同様の方針を示すことや、雇用管理上の措置
全体を参考にしつつ相談対応等に努めることが挙げられていま
す。
　また、いわゆるカスタマーハラスメント等を念頭に、他の事業
主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの
著しい迷惑行為に関し行うことが望ましい取組として、相談体制
の整備、被害者への配慮のための取組、被害防止のための取組な
どが掲げられています。
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◆ハラスメントに関する相談を行ったことを理由とする不利益取
扱いの禁止（労働施策総合推進法第30条の２第２項、均等法 
第11条第２項、同法第11条の３第２項、育介法第25条第２項）

　職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメン
ト、マタニティハラスメントについて、事業主に相談を行ったり、
事業主の雇用管理上の措置に協力して事実を述べたりしたことを
理由として解雇等の不利益な取扱いをすることは禁止されていま
す。

◆国による紛争解決の援助
（労働施策総合推進法第30条の５及び第30条の６、均等法第
17条及び18条、育介法第52条の４及び第52条の５）

　都道府県労働局長は、職場におけるハラスメントに関する労働
者と事業主との間の紛争について、当事者の双方又は一方から解
決の援助を求められた場合には、助言、指導、勧告を行うことが
できます。また、当事者からの調停の申請があり、都道府県労働
局長が紛争の解決のために必要であると認めたときには、紛争調
整委員会による調停制度もあります。
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◆ハラスメントに対する民事上の責任
　使用者が雇用管理上講ずべき義務を果たしたとしても、ハラス
メントに対する民事上の責任が全く免責されるわけではないこと
に留意が必要です。
　使用者は、労働者の安全に配慮する義務（安全配慮義務）や労
働者が働きやすい職場環境を保つように配慮すべき義務（職場環
境配慮義務）を負っており、これらを怠った場合には、債務不履
行責任を問われることもあります。
　また、直接の加害者が民事上の不法行為責任を問われるだけで
なく（民法第709条）、使用者が加害者に対して適切な監督を行っ
ていなかった場合には、使用者責任が問われることもあります（同
法第715条）。

◆ハラスメントが起こってしまったら
　ハラスメントを受けていると思ったら、まずはいつ・どこで・
誰が・何を・何のためにしたのかを記録しましょう。後々の事実
確認などで有効なので、メモや録音など最適な方法で記録を残す
ことをお勧めします。
　その上で、我慢せず、まずは同僚や上司に相談しましょう。周
りの協力を得ることで、ハラスメントを行う本人が自らの行為に
気づき、解決する場合があります。
　同僚や上司には相談できない場合、または職場内では解決でき
ない場合には、会社の窓口や人事担当者、労働組合などに相談し
ましょう。相談者が不利益にならないよう、プライバシーの確保
などが守られる窓口であれば活用すべきです。
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第８章　雇用保険と健保・年金

8-1 雇用保険

雇用保険は、労働者が失業したときに、失業中の生活を心配す
ることなく新しい仕事を探して、１日も早く再就職することがで
きるようにするための給付を行う保険です。

また、失業者を対象とする求職者給付だけではなく、育児・介
護休業を取得する労働者を対象とした育児休業給付や介護休業給
付、60歳以上の労働者を対象とした高年齢雇用継続給付、一定の
条件を満たした在職者及び離職者を対象に、教育訓練経費の一部
を補助する教育訓練給付なども、雇用保険事業の一つです。

◆雇用保険への加入
雇用保険は、原則的に、労働者を一人でも雇用する事業に適用

されます。適用事業で働く労働者は、本人が加入を希望するか否
かにかかわらず、加入条件を満たした場合はすべて被保険者とな
ります。

雇用保険料は、労働者の賃金総額に保険料率をかけたもので、
各月の賃金支給額が変動すると、雇用保険料も変動します。

なお令和５年４月１日からは労働保険徴収法第12条４項におけ
る「本則」が適用となり、一般の事業については、千分の１５．５（こ
のうち労働者負担分は千分の６）となります。
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◆雇用保険の適用基準
雇用形態にかかわらず、次のいずれにも該当するときは、雇用

保険の被保険者となります。

【雇用保険の適用基準】
①　31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除
き、要件に該当することとなります。このため、例えば、
次の場合には、雇用契約期間が31日未満であっても、原則
として、31日以上の雇用が見込まれるものとして、雇用保
険が適用されることとなります。
・雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未
満での雇止めの明示がないとき 
・雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇
用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき

②　１週間の所定労働時間が20時間以上であること

また、複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者についても、
一定の要件を満たせば、本人の申し出により被保険者となります。

【�複数の事業主に雇用される労働者の適用基準（令和４年１月
１日から）】
①�　二以上の事業主の適用事業の雇用される65歳以上の者
であること
②�　一の事業主における１週間の所定労働時間が20時間未
満であること
③�　二の事業主の適用事業における１週間の所定労働時間の
合計が20時間以上であること

◆雇用保険からのおもな給付
○求職者給付

雇用保険の被保険者が、解雇・倒産・自己都合等により離職し、
働く意思と能力がありながら就職できない場合に基本手当（いわ
ゆる失業手当）が支給されます。
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一般の離職者の場合、離職の日以前の２年間に、11日以上又は
80時間以上働いた月が12か月以上あることが受給の要件です。た
だし、特定受給資格者（倒産・解雇等により再就職の準備をする
時間的余裕なく離職を余儀なくされた者）や特定理由離職者（労
働契約において、「契約を更新する場合がある」とされている場
合等で、労働者が契約の更新を希望したにもかかわらず、更新に
ついて労使が合意できなかったため離職した有期契約労働者等）
の場合は、離職の日以前の１年間に11日以上又は80時間以上働い
た月が６か月以上あれば、受給資格を得ることができます。

雇用保険で受給できる１日あたりの金額を基本手当日額といい
ます。給付日数については、次の表の通りです。

①　一般の離職者（定年退職者や自己の意思で離職した者）、障
害者等の就職困難者

②　特定受給資格者（倒産、解雇等により、再就職の準備をする
時間的余裕なく離職を余儀なくされた者）

※１�　特定理由離職者も、受給資格に係る離職日が平成21年３月31日から令和
７年３月31日までの間にある場合の暫定措置として、特定受給資格者と同
様の所定給付日数となる場合があります。

区分

被保険者で
あった期間

一般離職者

就職困難者

全年齢
45歳未満
45歳以上
65歳未満

1年未満 1年以上
5年未満

10年以上
20年未満

5年以上
10年未満 20年以上

90日
300日

150日
360日

120日 150日120日 150日

区分

被保険者で
あった期間

30歳未満
30歳以上35歳未満
35歳以上45歳未満
45歳以上60歳未満
60歳以上65歳未満

1年未満 1年以上
5年未満

10年以上
20年未満

5年以上
10年未満 20年以上

90日
120日
150日
180日
150日

90日

180日
210日
240日
270日
210日

120日

180日

240日
180日

240日
270日
330日
240日

区分

被保険者で
あった期間

一般離職者

就職困難者

全年齢
45歳未満
45歳以上
65歳未満

1年未満 1年以上
5年未満

10年以上
20年未満

5年以上
10年未満 20年以上

90日
300日

150日
360日

120日 150日120日 150日

区分

被保険者で
あった期間

30歳未満
30歳以上35歳未満
35歳以上45歳未満
45歳以上60歳未満
60歳以上65歳未満

1年未満 1年以上
5年未満

10年以上
20年未満

5年以上
10年未満 20年以上

90日
120日
150日
180日
150日

90日

180日
210日
240日
270日
210日

120日

180日

240日
180日

240日
270日
330日
240日

135

8-1　雇用保険



・65歳以上で離職した者（高年齢求職者給付金：一時金で支給）

１日あたりの給付金額は、離職前の賃金日額の50 ～ 80％（60
～ 64歳については45 ～ 80％）で年齢区分毎に上限があります。

なお、離職日の翌日から１年以内に、基本手当や就業促進給付
などをまったく受給しないで再就職し、再び雇用保険の被保険者
となった場合には、前の会社で被保険者として雇用された期間を
通算することができます。

※失業給付がもらえない期間
最初にハローワークに離職票の提出と求職の申込みを行った日

（受給資格決定日）から失業状態の日が通算して７日間は失業給
付は支給されません（これを待期といいます）。

正当な理由がなく自己の都合で退職した人や自己の責任による
重大な理由で解雇された人は、７日間の待期後、給付制限期間終
了まで失業給付は支給されません。

給付制限期間は、これまで３か月間でしたが、令和２年10月１
日以降に「正当な理由がない自己都合により離職した方」につい
ては、離職日から遡って５年間のうち２回までは２か月間に短縮
されました。

○就職促進給付
労働者が離職後、公共職業安定所に失業と認定され、基本手当

の受給者が早期に安定した職業に就いた場合、一定の要件を満た
せば、再就職手当が支給されます。給付額は、支給残日数に基本
手当日額をかけた金額の60 ～ 70％相当額です。

また、再就職手当の支給を受けた労働者について、離職前より 

被保険者として雇用された期間

給付日数

１年未満

30日

１年以上

50日
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賃金が低下していた場合には、６か月以上職場に定着することを
条件に、基本手当の支給残日数の40%を上限に、就業促進定着手
当として、低下した賃金の６か月分が追加給付されます。

○�育児休業給付
育児休業（5-2参照）を取得する被保険者に対して、一定の要件

を満たした場合に支給されます。支給額は休業開始時賃金の67％
（休業開始から６か月経過後は50％）相当額です。また、令和４年
10月から「産後パパ育休（出生時育児休業）」制度と「育児休業２
回までの分割」が創設されています。子の出生後８週間の期間内
に合計４週間分 （28日）を限度として、産後パパ育休（出生時育
児休業・２回まで分割取得可）を取得した場合、一定の要件を満
たすと出生時育児休業給付金の支給を受けることができます。

○雇用継続給付
①高年齢雇用継続給付

60歳以上65歳未満の被保険者のうち、被保険者であった期間
が通算して５年以上あり、かつ、原則として60歳時点に比べて
賃金が75％未満に低下した状態で働いている労働者に対して支
給されます。
②介護休業給付

介護休業（5-3参照）を取得する被保険者に対して、一定の
要件を満たした場合に支給されます。支給額は、休業開始時賃
金月額の67％相当額です。

○�教育訓練給付
一定年数以上雇用保険に加入している在職者や離職者が、自ら

費用負担し、国が指定する教育訓練を修了した場合に、経費の一
部が支給されます。
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8-2 健康保険

健康保険とは、労働者やその家族（被扶養者）が、病気や怪我
をしたとき、また労働者が病気や怪我のために会社を休んで賃金
が支払われないとき、出産をしたとき、亡くなったときなどに、
必要な医療給付や手当金の支給を行う保険です。

◆健康保険への加入
労働者を一人でも雇っている法人の事業所には、健康保険・厚

生年金保険への加入が義務付けられています（適用事業所）。ま
た、農林水産業、飲食店、接客業、理美容業など一部の業種を除
き、常時５名以上の従業員を使用する個人事業所も適用事業所と
なります。適用事業所で働き条件を満たす労働者は、本人が加入
を希望するか否かにかかわらず、すべて被保険者となります。

健康保険料は（全国健康保険協会管掌健康保険・東京都の場合）、
標準報酬月額及び標準賞与額の千分の１００.０となります（令
和５年６月現在）。標準報酬月額とは、賃金の月額を、一定の幅
で区分した「標準報酬」にあてはめて決定したもので、原則的に
１年間変わりません。また、標準賞与額とは、税引前の賞与総額
から千円未満を切り捨てた額のことです。

40歳以上65歳未満の方については、これに全国一律の介護保険
料として千分の１８.２を加えます。保険料は、原則として、事
業主と被保険者で折半して負担します（令和５年６月現在）。

また、産前産後休業期間中の健康保険料は、事業主の申出によ
り、被保険者負担分、事業主負担分とも免除されます。
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パートタイム（短時間）・有期雇用労働者であっても、１週の
所定労働時間及び１か月の所定労働日数が、その事業所で同種の
業務を行う一般の労働者の４分の３以上ある場合には、被保険者
となります。また、そうでない場合であっても、次の要件を満た
せば、健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。

【短時間労働者への社会保険の適用条件】
①　所定労働時間が週20時間以上
②　月額賃金8.8万円以上
③　雇用期間が２か月を超えて見込まれる場合
④　学生でないこと
⑤�　従業員数（正社員等すでに社会保険の対象となっている
人数）が100人越（※）の会社（特定適用事業所）に働い
ていること。または、従業員数が100人以下の事業所で働
いているが、社会保険加入について労使で合意がなされて
いること
※�令和４年10月１日からは100人超になりました。令和６
年10月からは50人超へと適用事業所が拡大されます。

【適用除外】
以下の場合は適用除外となる
①�　日々雇い入れられる者で１か月を超えない範囲で使用さ
れる者
②�　２か月以内の期間を定めて使用される者（所定の期間を超
えて使用されるに至った場合はその日から被保険者となる）
③　所在地が一定しない事業所に使用される者
④　季節的業務（４か月以内）に使用される者
⑤�　臨時的事業（博覧会等）に使用され、６か月を超えない
者など
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◆健康保険からの給付
健康保険からの給付で代表的なものは療養の給付及び家族療養

費の給付です。健康保険の被保険者やその被扶養者が、病気にか
かったり、怪我をしたときには、診察や調剤にかかった費用の自
己負担は原則３割となり、残りの７割は協会けんぽ等の保険者か
ら支払われます。

その他、自己負担額が高額になったときに支給される高額療養
費や、被保険者が分娩（お産）の際に仕事を休んだため賃金が全
部または一部減額された場合に支給される出産手当金、被保険者
や被扶養者が分娩したときに支給される出産育児一時金・家族出
産育児一時金があります。

また、被保険者が病気や怪我の療養のために会社を休み、賃金
を受けられなくなった場合に、標準報酬の３分の２相当額が、最
長１年６か月まで支給される、傷病手当金の制度があります。

◆国民健康保険との違い
　日本の医療保険制度は、主に労働者（被用者）が加入する健康
保険と、主に自営業主等が加入する国民健康保険の２つに大きく
分けられます。

両者とも、療養の給付は原則３割ですが、国民健康保険では家
族（被扶養者）という考え方がないため、家族全員の保険料が必
要となり、健康保険に比べて保険料の負担が大きくなります。ま
た、国民健康保険からは、出産手当金・傷病手当金も支給されま
せん。

健康保険に加入するメリットは、非常に大きいといえます。
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8-3 厚生年金保険

わが国では、自営業者や無業者も含めて、原則として20歳以上
60歳未満の人は公的年金制度に加入することが義務付けられてお
り、被保険者が高齢になったとき、障害の状態になったとき、ま
たは亡くなったときなどに給付を受けることができます。

公的年金制度は、国民年金と厚生年金の二階建ての仕組みと
なっています。会社員、公務員などの労働者（被用者）は、原則
的に厚生年金に加入しますが、そのことによって自動的に国民年
金にも加入することになります。

その結果、例えば一定の年齢に達したときには、国民年金から
は全ての国民に共通する老齢基礎年金が支給され、厚生年金から
は、原則として老齢基礎年金に上乗せして報酬比例の老齢厚生年
金が支給されることになります。

◆厚生年金保険への加入
健康保険と同様に、労働者を一人でも雇っている法人の事業所

には、厚生年金への加入が義務付けられており（適用事業所）、
適用事業所で働き条件を満たす労働者は、本人が加入を希望する
か否かにかかわらず、すべて被保険者となります。

パートタイム（短時間）・有期雇用労働者の加入要件も健康保
険と同様です。

日本国内に住んでいる20歳以上の全ての人には、国民年金に加
入することが義務付けられていますが、厚生年金の被保険者は、
同時に国民年金の第２号被保険者になるため、厚生年金保険の加
入手続を行うことで、同時に国民年金にも加入することになりま
す。
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◆厚生年金保険料
厚生年金の保険料は給与・賞与に決まった定率を掛けた額とな

り、その半分は事業主が負担し、残りの半分は本人の給与・賞与
から天引きされます。厚生年金では、保険料や年金支給額も給与
所得に比例して決まる報酬比例制となっているため、給与所得が
高く、保険料納付済期間が長いほど年金額が高くなります。

厚生年金保険料は、一般の被保険者の場合、標準報酬月額の千
分の１８３. ００（令和５年６月現在）を折半することになって
おり、賞与からも徴収されます。

産前産後休業中及び育児休業中の保険料は、事業主を通じて保
険者へ申し出ることにより免除されます。免除期間については、
年金額の算定にあたり、保険料を納付したものとして扱われます。

厚生年金
(70歳未満)

国民
年金

第１号被保険者
(20歳以上60歳未満)

第３号被保険者
(20歳以上60歳未満)

第２号被保険者
(原則65歳未満)

会社員
公務員など

会社員の夫をもつ
専業主婦など

自営業・農業・
学生など

【被保険者の種類と加入要件の概要】
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◆老齢年金
被保険者が高齢になったとき、被保険者本人に支給されるのが

老齢年金です。老齢年金は、国民年金から支給される老齢基礎年
金と、これに上乗せする形で厚生年金から支給される老齢厚生年
金からなっています。

老齢基礎年金は保険料を納めた期間と免除された期間の合計が
10年以上である場合、原則として65歳から受給できます。本人の
希望により60歳からでも受給することはできますが、この場合、
65歳から受給開始したときの年金額に比べて減額されます。

老齢厚生年金も原則として65歳からの受給となっていますが、
現在は特別支給として、60歳台前半であっても年金が受けられま
す。

また、60歳以上65歳未満の被用者は、厚生年金保険の被保険者
であると同時に、特別支給の老齢厚生年金の受給権者でもあるた
め、厚生年金に加入しながら働いているときには、年金額の調整
が行われます（在職老齢年金）。また、雇用保険からの給付を受
けているときにも調整が行われます。

◆障害年金
被保険者が障害の認定を受けたときに、被保険者本人に支給さ

れるのが障害年金です。①国民年金に加入している期間中の病気
や怪我による障害だけではなく、②老齢基礎年金を受けるまでの
60歳から64歳までの間の病気や怪我による一定以上の障害や、③
子供の頃の病気や怪我による一定以上の障害などについても、要
件を満たしていれば障害基礎年金を受給できます。

さらに、その障害が、厚生年金の被保険者期間中の病気や怪我
により生じ、一定の要件を満たした場合には、障害厚生年金また
は障害手当金が上積みされます。
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◆遺族年金
国民年金に加入中の被保険者が亡くなったときには、亡くなっ

た被保険者に生活を支えられていた遺族（子のある配偶者又は
子）に対して遺族基礎年金が支給されます。

ただし、ここでいう「子」とは、18歳の到達年度の末日まで
にある子、又は20歳未満で障害等級１級・２級に該当する子に
限られます。

さらに、①厚生年金の被保険者が死亡したとき、②厚生年金
の被保険者期間中の病気や怪我がもとで、初診の日から５年以
内に死亡したとき（ただし、保険料を納めた期間と保険料を免
除された期間を合わせた期間が国民年金加入期間の３分の２以
上あること）、③障害等級が１級・２級の障害厚生年金の受給者
が死亡したとき、④老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上あ
る者が死亡したときに、厚生年金から遺族に対して遺族厚生年
金が支給されます。
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第９章　会社を離れるときに

9-1 辞職・合意解約

　「会社を離れる」ということは、それまで労働者と使用者が結
んでいた労働契約が終了することを意味します。その方法は様々
で、労働契約がその途中で解約される場合、有期労働契約が終了
したが新たな契約を結び直さない場合、定年制が適用され一定の
年齢に到達したことによって契約が終了する場合などもありま
す。
　労働者の側が会社を離れたいと思っていて、労働契約を途中で
解約する方法については、労働者が労働契約を一方的に解約する
辞職と、労働者と使用者とが合意して労働契約を解約する合意解
約の２つがあります。

◆辞　職（契約期間の定めがない場合）
　契約期間の定めのない労働契約を結んでいる場合、原則として
労働者は、理由を問わずいつでも労働契約の解約を申し入れるこ
とができます。民法では、申し入れから２週間を経過すれば、使
用者の承諾がなくても労働契約は終了する（民法第627条第１項）
としています。労働契約解約の意思表示は労働者からの口頭で足
りるとされていますが、行き違いのないよう、書面で「退職届」
提出等の手続きを踏む方が望ましいといえます。
　ただし、トラブル防止のためには、民法の規定を念頭に、就業
規則の規定の有無や内容を確認の上、労使で話し合うことが大切
です。
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◆辞　職（有期労働契約の満了前）
　使用者と労働者は互いに契約の内容を誠実に守る義務がありま
す。有期労働契約の場合、契約期間も契約の内容になっています
から、その途中で退職することは基本的に契約違反となります。
就業規則や雇用契約に、契約期間途中であっても退職できる定め
がある場合には、それに従って退職できることになりますが、特
段の定めがない場合には、なるべく合意解約ができるように、十
分話し合うことが大切です。
　なお、１年を超える有期労働契約（例えば３年契約）を結んだ
労働者は、民法628条の規定（やむを得ない事情がある場合のほ
かは契約解除できない）にかかわらず、当該労働契約の初日から
１年を経過した日以後は、使用者に申し出ることにより、いつで
も退職することができます（労働基準法附則第137条）。

◆合意解約
　労働者と使用者との合意により労働契約を解約することを、合
意解約といいます。両者が話し合いの上納得していれば、就業規
則等の規定に関わらず、合意した条件で退職することができます。
　使用者から労働者に対して、「自分から会社を辞めてほしい」
などと退職を勧奨することは、合意解約の申込みにあたり、労働
者の同意がなければ労働契約は解約になりません。しかし、特に
口頭でのやりとりでは、解雇との区別があいまいになりやすいの
で、注意が必要です。
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9-2 解雇

　使用者から労働契約を解約することを解雇といいます。解雇は、
使用者の意思により一方的に行うものですが、だからといって、
いつでも自由に行えるというものではありません。
　法律では、使用者が労働者を解雇してはならないケースを次の
ように定めています。

〔労働基準法〕
・労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇
・労働者が業務上災害によって負傷したり、疾病にかかり療
養のために休業する期間とその後30日間及び産前産後の
女性が休業する期間と、その後30日間
・労働者が行政官庁又は労働基準監督官に申告したことを理
由とする解雇

〔労働組合法〕
・労働者が労働組合員であること、労働組合に加入しようと
したこと、労働組合を結成しようとしたこと、労働組合の
正当な行為をしたことを理由とする解雇
・労働者が労働委員会への申立等をしたことを理由とする解
雇

〔男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法〕
・労働者の性別を理由とする解雇
・女性労働者が結婚、妊娠、出産、産前産後の休業をしたこ
とを理由とする解雇
・労働者が育児・介護休業を申し出たこと、又は育児・介護
休業をしたことを理由とする解雇
・パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニ
ティハラスメントについての相談を行ったことや、雇用管
理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇
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〔公益通報者保護法〕
・公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇
〔個別紛争解決促進法〕
・�個別労働関係紛争の解決について都道府県労働局長に対し
て援助を求めたことを理由とする解雇

◆解雇には合理的な理由が必要
　使用者は、就業規則に解雇する場合の理由を記載しておかなけ
ればなりません。それだけでなく、労働者を解雇するにあたり、
客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められ
ないような場合には、解雇権を濫用したものとして無効となりま
す（労働契約法第16条）。また、使用者は少なくとも30日前に解
雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金（いわゆる解雇予告手
当）を支払わなければなりません（労働基準法第20条）。

　次の場合は、解雇予告の対象から除外されます（同法第21条）。

・雇用期間が引き続いて１か月を超えない日雇いの労働者
・雇用期間が２か月以内に定められ、かつ働いた期間がその
期間を超えていない労働者
・雇用期間が４か月以内に定められた季節的業務で働き、か
つ働いた期間が所定の期間（契約期間）を超えていない労
働者
・試用期間中で、かつ働き始めて14日以内の労働

　なお、労働者は、使用者に対して解雇理由の証明書を請求する
ことができます（同法第22条第１項、第２項）。
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◆整理解雇における合理的な理由
　使用者が、不況や経営難などの理由により、人員整理のために
行う解雇を整理解雇といいます。整理解雇の場合、一般的には、
次の４つの要件を満たしていることが必要とされています。

①　整理解雇の必要性
　企業の維持・存続を図るために、整理解雇が必要かつ最
も有効な方法であること。
②　解雇回避の努力
　新規採用の中止、希望退職者の募集、一時帰休の実施、
関連企業への出向など企業が解雇回避のために努力したこ
と。
③　整理基準と人選の合理性
　整理解雇の対象を決める基準が合理的かつ公平で、その
運用も合理的であること。
④　手続の妥当性
　解雇の必要性や規模・方法・整理基準などについて十分
説明をし、労働者に納得してもらう努力をしたこと。

◆有期労働契約満了前の解雇
　期間の定めのある労働契約を結んだ場合には、やむを得ない事
情がある場合でなければ、使用者が、契約期間の途中で、労働者
を解雇することはできません（労働契約法第17条）。
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9-3 雇止め

　有期労働契約の期間満了時に、新たな契約を結び直さなければ、
そこで労働契約は解消されることになります。
　別の会社への再就職など、労働者の都合で契約を更新しないこ
とについての法律上の制限はありませんが、使用者が更新を拒否
することは雇止めと呼ばれ、雇用が不安定な労働者を保護する観
点から、一定の制限が設けられています。
　具体的には、労働契約法において、これまで判例で確立してき
た雇止め法理が規定され、雇止めが許されない場合や、許される
場合でも一定の手続を踏むことについて定められています。

◆雇止めが認められない場合
　下記の条件を全て満たす場合には、雇止めは認められず、それ
までの労働条件と同一の条件の労働条件が締結されたことになり
ます（労働契約法第19条）。

１　以下の①または②のいずれかにあたる。
①　過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが、

無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められ
るもの

②　労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時に、
その有期労働契約が更新されるものと期待されることに
ついて合理的な理由があると認められるもの

※　言い換えれば、①は、有期労働契約が、実質的にみて
無期契約と異ならない状態になっている場合であ
り、②は、期間満了後の雇用継続について期待すること
が合理的だと認められる場合、ということになります。
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２　以下の①または②のいずれかにあたる。
①　契約満了日までに更新の申込みをした
②　契約期間満了後遅滞なく有期労働契約締結の申込みを

した
３　使用者が労働者の申込みを拒絶することが、客観的に合

理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない
こと。

◆雇止めの予告手続き
　使用者は、下記の条件の両方を満たす有期労働契約について、 
雇止めをする場合には、少なくとも契約期間満了日の30日前まで
に、その予告をしなければなりません（「有期労働契約の締結、
更新及び雇止めに関する基準」第１条）。

１　以下のいずれかにあたる。
①　労働契約が３回以上更新されている場合
②　１年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新

され、最初に有期労働契約を締結してから継続して通算
１年を超える場合

③　１年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
２　あらかじめ契約を更新しない旨を明示していない。

　なお使用者は、雇止めの予告後に、労働者が雇止めの理由に 
ついて証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければ
なりません（同基準第２条）。
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9-4 労働契約が終了すると

　労働契約は、退職又は解雇等によって終了しますが、使用者は、
労働者から請求があったときには、７日以内に賃金を支払い、積
立金や保証金、貯蓄金など、その労働者の権利に属するものは、
労働者に返還しなければなりません（労働基準法第23条）。
　退職手当も、就業規則や労働協約等で支給条件がはっきりして
いる場合には賃金とみなされますから、請求があった場合には７
日以内に支払わなければなりませんが、あらかじめ支払時期が明
記されている場合には、支払時期までの支払いで構いません。
　なお、賃金請求権の時効は３年、退職手当請求権の時効は５年
ですが（同法第115条）、令和２年３月以前に支給される賃金の時
効については２年ですので注意が必要です。
　使用者は、労働契約が終了した翌日から10日以内に、ハローワー
クへ雇用保険の資格喪失手続きを行わなければなりません。
　ハローワークから使用者に交付される離職票－２（次ページ参
照）は、労働者が国から失業給付を受けるときに必要な書類で、
離職票の記載内容に基づいて、基本手当の額や給付日数等を判断
することになります。
　また、労働者が、使用者に対して、使用期間、業務の種類、そ
の事業における地位、賃金又は退職の事由（退職の事由が解雇の
場合は、その理由を含む）に関する退職証明書を請求した場合に
は、使用者は、遅滞なく交付しなければなりません。なお、退職
証明書には、労働者が請求しない事項を記入してはなりません（同
法第22条第１項、３項）。
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9-5 定年制・高年齢者の雇用等

　定年や高年齢者の雇用・就業確保については、高年齢者等の雇
用の安定等に関する法律によりルールが定められています。

◆定年に関するルール
　事業主が定年を定めるときには、その年齢は60歳以上としなけ
ればなりません（同法第８条）。

◆高年齢者雇用確保措置
　65歳未満の定年を設けている事業主は、下記のいずれかの措置
を講じなければなりません（同法第９条第１項及び第２項）。
　①65歳までの定年の引上げ、②65歳までの継続雇用制度の導入

（継続雇用先の企業については、グループ企業等を含む）、③定年
の定めの廃止
　なお、②の継続雇用制度では、平成25年３月31日までに労使協定
を締結していた場合には、令和６年度までの経過措置として、老齢
厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以降に限り、当該労使協定
に定める対象者選定の基準を引き続き適用することができます。

◆高年齢者就業確保措置（令和３年４月１日から）
　65歳以上70歳未満の定年を設けている事業主、または継続雇用制
度を導入している事業主については、下記のいずれかの措置を講じ
ることが努力義務とされます（同法第10条の２第１項～第３項）。
　①70歳までの定年の引上げ、②70歳までの継続雇用制度の導入

（継続雇用先の企業については、グループ企業や他の事業主等に
よるものも含む）、③定年の定めの廃止、④70歳までの継続的な
業務委託契約締結制度の導入、⑤70歳までの継続的な社会貢献事
業に従事できる制度の導入（④及び⑤については、労働者の過半
数を代表する者等の同意を得る必要があります）
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第10章　労働組合

10-1 労働組合はどんな団体か

　これまでは、主として労働契約に関して、労使が守らなくては
ならない共通のルールを取り上げてきました。
　労働法は、労働条件の決め方や最低基準、労働者を守るための
様々な制度について定めています。しかし、法律以上の労働条件
を実現しようとするならば、労働者と使用者が交渉で決めていか
ねばなりません。例えば、労働法では、賃金の水準については最
低賃金法の規定しかありませんので、それを上回る賃金を求める
場合には、法律ではなく労使交渉によって賃金が決まることにな
ります。
　労働基準法においては、労働条件の原則として、「この法律で
定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事
者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないこ
とはもとより、その向上を図るように努めなければならない」（同
法第１条第２項）としています。

◆労働組合とは
　労働組合とは、「労働者が、労働条件の維持改善等を主な目的
として、自主的・民主的に運営する団体」です。
　労働者がそれぞれ会社と交渉しても、一人一人の力は弱いため、
労働者は団結して労働組合をつくり、団結の力を背景に、使用者
と対等の立場に立って労働条件を改善するための交渉を行ってき
ました。
　19世紀以降の工業化・産業社会化のなかで、生活できる賃金や
安全な職場、長時間労働の規制などの課題をめぐって、労働法や
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社会保障制度が発展していきました。それと同時に、最初は非合
法とされることが多かった労働組合の活動についても、労働者が
みずから労働条件を改善する取組として、法律で保護されるよう
になりました。
　労働組合はまた、会社との賃金交渉だけでなく、年金などの社
会保障制度や労働時間規制、税金などの政治政策の課題にも取り
組んでいます。なぜなら、その企業の中の労働条件を良くするこ
とだけでは、労働者の生活が守られないためです。

◆憲法による「労働三権」の保障
　憲法では、労働者が対等な立場で使用者と交渉することができ
るように、労働者が労働組合を結成し、交渉する権利を保障して
います（憲法第28条）。

【憲法で保障されている「労働三権」】
①　労働者が団結する権利（団結権）
②　労働者が使用者と交渉する権利（団体交渉権）
③　労働者が団体で行動する権利（団体行動権（争議権））

　憲法で掲げられた権利を、具体的に保障する目的でつくられた
ものが労働組合法だといえます。
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◆日本の労働組合の組織状況
　日本の労働組合の多くは、会社ごとに組織化されている企業別
労働組合です。労働組合の組織状況についてみると、パートタイ
ム労働者の組織化などによって組合員の人数は増えているもの
の、現在、日本の労働組合の推定組織率は２割を切っており、そ
の多くは大企業の労働組合となっています。
　この企業別労働組合が集まって、流通産業・自動車・電機・鉄
鋼などといった産業別の組織（単産）が作られています。さらに、
産業横断的な組織として単産が加入しているナショナルセンター
があります。ナショナルセンター・単産はともに全国的な組織で、
都道府県や地域レベルにも組織されています。

◆労働組合の加入と結成
　会社に労働組合があれば加入することができますが、特に中小
企業の場合には、「うちの会社には労働組合がない」という人が
多いでしょう。また、パートタイム（短時間）労働者や契約社員
には労働組合の加入資格がないといった場合もあります。
　ナショナルセンターや単産の地域組織には労働相談の窓口があ
りますし、個人で加入できる労働組合（コミュニティユニオン、
合同労組、一般労組など）もあります。
　企業別労働組合がない企業の従業員であっても、それらに相談
し組合に加入することができます。労働組合を通じて、使用者と
団体交渉をすることにより、さまざまな問題を解決することが可
能となっています。
　また、当然ながら、労働者であれば、誰でも、自由に労働組合
をつくることもできます。労働組合を結成したことをどこかに届
け出たり、誰かに承認してもらう必要はありません。
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◆不当労働行為
　労働組合法は、使用者が労働者や労働組合の正当な活動を妨げ
る次のような行為を不当労働行為として禁止しています（労働組
合法第７条）。

【不当労働行為】
（1）　労働者が労働組合に加入したり、労働組合をつくろう

としたり、労働組合の正当な行為をしたことを理由に、
解雇したり、賃金や賞与などを他の人と差別したり、条
件の悪い転勤や配置転換を行うなど、労働者の不利益と
なる取扱いをすること。

（2）　労働組合に加入しないこと、あるいは労働組合から脱
退することを雇用条件とすること（黄犬契約）。

（3）　正当な理由なしに団体交渉を拒否すること。
（4）　労働組合の結成・運営に介入したり、経費を援助した

りすること。ただし、①勤務時間中の労使協議・団体交
渉の賃金保障、②福利厚生基金への援助、③最小限の広
さの事務所の供与は、経費の援助にはあたりません（同
法第７条第３号ただし書）。

　労働組合は、不当労働行為にあたる行為があったときは、労働
委員会に救済の申立をすることができます。
　労働委員会は、労働組合からの不当労働行為の申立に基づいて
調査し、それが事実であることが明らかになれば、使用者に不当
労働行為にあたる行為をやめるように命令を出します。命令が確
定したのに、使用者が従わないときは、罰則（過料）が適用され
ます（同法第32条）。
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10-2 労働組合の要件

　労働組合を結成しようとするときは、２人以上の組合員がいる
ことだけでなく、交渉力の観点からも、できるだけ多くの従業員
で結成することが望ましいといえます。また、団体である以上、
代表者の選出や、物事の決め方などの仕組みについて決めておく
ことも必要です。

◆労働組合の要件
　労働組合法は、労働組合が不当労働行為の救済制度などの法的
保護を受けるためには、次の要件を備えていなければならないと
しています（労働組合法第２条、第５条第２項）。

①　その労働組合が、労働者が主体となってつくられている
こと
②　労働者が自主的に運営していること
③　労働条件の維持改善を主な目的としていること
④　組織された団体または連合団体であること
⑤　民主的な運営を行うための規約を持っていること

　労働組合に使用者側の人が入っていたり、使用者から、労働組
合としての活動に必要な経費を援助してもらっているときには、
この要件にはあてはまりません。また、組合員が結婚したり、災
害に遭ったときに祝金や見舞金を出すというような、共済事業だ
けを目的としている団体や、選挙活動のような政治運動を主たる
目的としている団体も除きます（同法第２条ただし書）。
　実際の労働組合は、共済事業や政治運動も行っていますが、労
働条件の維持改善が主目的で、ほかの活動がそれに付随するもの
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として行われているのであれば、労働組合法の保護を受けられま
す（同法第２条）。

◆「労働組合規約」の作成
　労働組合の組織の仕組みや運営方法などを定めたものを労働組
合規約といいます。労働組合法は、労働組合規約に次のことを定
めておかなければならないとしています（同法第５条第２項）。

①　労働組合の名称。
②　主たる事務所の所在地。
③　組合員が、労働組合のあらゆる問題に参加でき、差別的
取扱いをうけないこと。
④　組合員はいかなる場合も、人種、宗教、性別、身分など
の違いで、組合員としての資格を奪われないこと。
⑤　役員の選挙は、組合員又は代議員の直接無記名投票で行
うこと。
⑥　総会は、少なくとも毎年１回開くこと。
⑦　組合費など労働組合の財源やその使いみちなどの経理状
況を、少なくとも毎年１回、組合員に公表すること。この
場合、公認会計士などの資格をもっている人に監査しても
らい、正確であるという証明書をつけること。
⑧　ストライキは、組合員又は代議員の直接無記名投票を行
い、その過半数の賛成がなければ行わないこと。
⑨　規約を改正するときは、組合員又は代議員の直接無記名
投票を行い、過半数（投票をしなかった人や無効の投票を
含めた全組合員または全代議員の過半数）の賛成を得るこ
と。
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10-3 団体交渉とストライキ

　労働組合の活動にはいろいろなものがありますが、団体交渉は
その中でも重要なものです。

◆団体交渉の準備
　例えば、賃金引上げ交渉の場合、毎年４月がその企業の賃金を
改定する時期ならば、労働組合は、１月か２月ごろに団体交渉の
準備を始めます。労働組合は、賃金闘争の一環として、上部の労
働組合や、その地域の労働組合とも連絡をとりあい、協力しあっ
て活動をすすめます。
　具体的には、企業の経営状況はどうか、自分たちの生活水準や
賃金水準はどうかなど、資料を集めたり、勉強会を開いたりしま
す。そして大会を開いて、使用者にどのくらいの賃金引上げを要
求するのかを決め、使用者への要求提出から解決するまでのスケ
ジュールなども決めます。その決め方は、労働組合規約にしたが
い、民主的な方法で、組合員全員の意見を尊重して決めなければ
なりません。

◆団体交渉の実施
　要求の内容が決まると、それを要求書にして使用者に提出し、
何日何時に話し合いたいと申し入れます。この話合いのことを団
体交渉といいます。団体交渉とは、労働者が、労働条件を良くす
るために、団結の力を背景に使用者と話し合うことであり、憲法
で保障された権利です（憲法第28条）。
　団体交渉には、通常、労働組合の役員（委員長、副委員長、書
記長など）があたりますが、外部の人（例えば、上部の労働組合
の役員など）に委任することもできます。労働組合の代表者又は
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労働組合から委任を受けた人は、その労働組合と組合員のために、
使用者と交渉する権限を持っています（労働組合法第６条）。
　労働組合と使用者が、労働条件などについて、必要があればい
つでも話し合える良好な関係が保たれていれば良いのですが、な
かには労働組合との話し合いに応じようとしない使用者もいま
す。しかし、使用者が、正当な理由がないのに、労働組合との団
体交渉を拒むことは、不当労働行為にあたり禁止されています（同
法第７条第２号）。また、団体交渉にあたって、使用者は、労働
組合の代表者と単に会うだけではなく、誠意をもって交渉にあた
らなければなりません。

◆ストライキ（同盟罷業）
　団体交渉を行っても、話がなかなかまとまらないときには、労
働組合では、組合員の結束を固め、使用者に団結の力を示すため、
集会やデモなどを実施することがありますし、場合によってはス
トライキ（同盟罷業）が行われることもあります。
　ストライキとは「使用者の指示に従って働くことを、みんなで
一時的にやめる」ことで、使用者に一定の打撃を与えるという効
果を背景に、団体交渉を有利に導くために行われます。ストライ
キやその他の団体行動をする権利（団体行動権）も、労働者の基
本的な権利の一つとして、憲法で保障されています（憲法第28条）。
　ストライキが行われると、企業の業務は止まりますから、使用
者は損害を受けることになるかもしれません。しかし、そのスト
ライキが正当なものである限り、使用者は、労働組合や、その組
合員に損害賠償を請求することができません（労働組合法第８
条）。
　なお、ストライキ中に、組合員ではない人が職場に立ち入って、
生産をしたりすると、組合員が単に「働くことを一時的にやめる」
だけでは、ストライキの効果が望めないことになります。それを

163

10-3　団体交渉とストライキ



防ぐために、組合員が、職場に座り込んだり、職場の入口に並ん
で、組合員の代わりに働こうとする人に対して、説得して協力を
呼びかけるという方法がとられることもあります。
　このような行為が行き過ぎると、犯罪として罰せられる場合も
ありますが、正当な団体行動権の行使の範囲内である限り、犯罪
として罰せられることはありません（同法第１条第２項）。

　ストライキその他の団体行動が正当であるかどうかは、労働組
合が主体となっているか、どのような目的で行うのか、どのよう
な手段で進めるのか、などの面から判断されることになります。
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10-4 労働協約

　団体交渉で決まったことを書面にし、労働組合と使用者側の両
方の代表者が署名又は記名押印したものを労働協約といいます

（労働組合法第14条）。
　使用者が単独で作成し、会社の労働条件を定めたものが就業規
則であるのに対し、労働条件などについて労働組合と使用者が団
体交渉を行い、合意して定めたものが労働協約です。

◆労働協約とは
　労働協約には、賃金や労働時間などの労働条件だけではなく、
人事や福利厚生、安全衛生など、その企業の労働者の待遇に関す
ることで、使用者が決定できることはすべて含まれます。
　また、労働組合の活動に関すること、団体交渉を行うときの手
続きやストライキを行うときのルールなどを定めることもできま
す。包括的な労働協約だけでなく、賃金引上げを定めた賃金協定
や、退職金協定、組合費の賃金からの天引き（チェックオフ）に
関する協定などのように、それぞれ個別にまとめられたものも労
働協約です。
　なお、労働協約の内容として、何を、どのように定めるかは、
労働組合と使用者の自由にまかされますが、労働基準法などの法
律に反するものや、公序良俗に反するものであってはなりません。
　経済事情が大きく変動する場合もありますから、労働協約の有
効期間を定める場合には３年を超えてはならず、３年を超える有
効期間を定めている場合には、３年たてば効力を失うことになり
ます（労働組合法第15条第２項）。
　労働協約に有効期間の定めがないときには、労働組合、使用者
のどちらからでも、署名又は記名押印した文書で、相手に90日前
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までに予告して解約することができます。また、有効期間を定め
ていても、期限が切れたときはそのまま効力が存続する、という
ように定めてある場合も、有効期間の定めのない労働協約の場合
と同様に取扱います（労働組合法第15条第３項、第４項）。

◆規範的部分と債務的部分
　労働協約で定められている、労働条件やその他労働者の待遇に
関する基準（規範的部分）に反するような労働契約や就業規則は
無効となり、無効となった部分は労働協約で定められた基準によ
ることになります（労働組合法第16条、労働基準法第92条）。
　例えば、労働協約で最低でも月給20万円と定めてあるのに、あ
る労働者と月給15万円という契約を結んだ場合、それは無効とな
り、労働協約で決められた20万円に置き替えられることになりま
す。
　また、労使協議や団体交渉のルールなど、労働組合と使用者と
の関係を定めた労働協約の債務的部分は、労使双方が誠実に遵守
しなければなりません。

◆労働協約の拡張適用
　労働協約の規範的効力は、原則的には労働組合員にのみ適用さ
れますが、労働組合法は、(1)事業場単位の一般的拘束力（労働組
合法第17条）と、(2)地域的一般的拘束力（労働組合法第18条）と
いう例外を定めています。
　事業場単位の一般的拘束力とは、工場や事業場に常時使用され
る労働者の４分の３以上が１つの労働協約の適用を受けるに至っ
たとき、その工場や事業場で働く他の同種の労働者に関しても、
当該労働協約が適用されるものとするものです。
　これを地域単位に拡張したものが地域的一般的拘束力です。具
体的には、特定の地域で大多数の同種の労働者が一つの労働協約
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の適用を受けるに至った場合には、労働委員会の決議に基づき、
厚生労働大臣又は都道府県知事が、その地域の他の同種の労働者
に対する、その労働協約の適用について決定できるとされていま
す。しかし、実際に適用されたケースはごくわずかです。
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働く人のための窓口



1 労働相談情報センター

　労働相談情報センターでは、賃金不払いや解雇をはじめ、労働
問題全般に関する相談に応じています。
◎相談日などの最新情報はホームページでご確認ください。
◆電話相談　東京都ろうどう110番　0570－00－6110
　上記の電話相談専用ダイヤルで、月～金曜日の午前９時～午後
８時（終了時間）まで、土曜日の午前９時～午後５時（終了時間）
まで相談に応じています（祝日及び12月29日～１月３日を除く。
土曜日は、祝日及び12月28日～１月４日を除く）。
◆ＬＩＮＥを使った電話相談（試行実施）
　ＬＩＮＥコール（音声通話機能）を活用した電話相談を実施してい
ます。月～金曜日の午前９時～ 12時、午後１時～午後５時（終了時間）
まで相談に応じています（祝日及び12月29日～ １月３日を除く）。
　令和５年10月以降の本格実施に関しては、産業労働局雇用就業部
公式ホームページ「ＴＯＫＹＯはたらくネット」などでお知らせします。

【公式ＬＩＮＥアカウント
「労働相談情報センター」ＱＲコード】

◆オンライン相談
　オンライン相談（Zoom）を実施しています。TOKYOはたら
くネット内の専用予約ホームページからお申し込みください。
hataraku.metro.tokyo.lg.jp/sodan/sodan/online-soudan/index.html

◆来所相談（予約制）
★　担当区域（会社所在地）に応じて、各事務所が月～金曜日の

午前９時～午後５時（終了時間）まで実施しています（祝日及
び12月29日～１月３日は除く）。
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　　なお、下記の各事務所の電話番号による、労働相談の受理や
来所相談の予約が可能な時間は、原則、平日の午前９時～午後
５時（正午～午後１時を除く）となっています。

◆夜間来所相談（予約制）
★　夜間は、各事務所が担当曜日に午後８時（終了時間）まで実

施しています（祝日及び12月29日～１月３日は除く）。予約制
のため、必ず事前に予約をしてください。
◆土曜来所相談（予約制）
★　土曜日は、飯田橋、多摩（第１・３土のみ）で午前９時～午後

５時（終了時間）まで実施しています（祝日及び12月28日～１月
４日は除く）。予約制のため、必ず事前に予約をしてください。
◆英語、中国語での相談も受け付けます
　労働相談情報センターでは、外国人労働相談通訳を配置してお
り、英語、中国語による相談も受け付けています。相談日、相談
時間等は下記の通りです。

窓　口 所　在　地 電話番号 担当地域（会社所在地） 夜間
労働相談情報
センター（飯田橋）

千代田区飯田橋3-10-3
東京しごとセンター

（3265）
6110

千代田区、中央区、新宿区、
渋谷区、中野区、杉並区、島しょ

月曜
金曜

大崎事務所 品川区大崎1-11-1
ゲートシティ大崎ウエストタワー２階

（3495）
6110

港区、品川区、目黒区、大田区、
世田谷区 火曜

池袋事務所 豊島区東池袋4-23-9 （5954）
6110

文京区、豊島区、北区、荒川区、
板橋区、練馬区 木曜

亀戸事務所 江東区亀戸2-19-1
カメリアプラザ７階

（3637）
6110

台東区、墨田区、江東区、足立区、
葛飾区、江戸川区 火曜

多摩事務所 立川市柴崎町3-9-2 6階
042

（595）
8004

八王子市、立川市、武蔵野市
三鷹市、青梅市、府中市、昭島市
調布市、町田市、小金井市
小平市、日野市、東村山市
国分寺市、国立市、福生市
狛江市、東大和市、清瀬市
東久留米市、武蔵村山市、多摩市
稲城市、羽村市、あきる野市
西東京市、西多摩郡

月曜
水曜

言語 事務所 曜　日 相談時間 電話番号

英　語
飯田橋 月～金

午後
２時～４時

（3265）6110
大　崎 火 （3495）6110
多　摩 木 042（595）8004

中国語 飯田橋 火～木 （3265）6110
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◆テレビ電話通訳制度
　外国人相談者の多国籍化に対応するため、タブレット端末を利
用したテレビ電話通訳制度を導入しています。
　タブレット端末は、労働相談情報センター（飯田橋）及び多摩
事務所に配置しており、英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、
フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール
語、インドネシア語、タガログ語、ヒンディー語及びミャンマー
語の14か国語に対応しています。
◆手話通訳派遣制度
　労働相談情報センターでは、手話による労働相談に対応できる
よう、各事務所に通訳を派遣するサービスを行っています。ご利
用を希望される方は、事前に各事務所へお申し込みください。
◆労働問題に関するチャットボット
　TOKYOはたらくネット内のリンクから労働問題の普及啓発等
を目的としたチャットボットをご利用いただけます。
　チャットボットへは、ＴＯＫＹＯはたらくネット労働相談ペー
ジのリンクから入ることができます。
hataraku.metro.tokyo.lg.jp/sodan/sodan/index.html
◆心の健康相談
　労働相談情報センターでは、カウンセラーが職場における心の
悩みに関する相談に応じています。ご利用を希望される方は、事
前に予約が必要です。各事務所にお申し込みください。
　なお、ご予約の際には、「心の健康相談の予約」とお伝えくだ
さい。
○心の健康相談お問い合わせ先
事務所 曜日 相談時間 電話番号

飯田橋 第１～第４火曜日
第１～第４水曜日

午後２時～５時

（3265）6110

大　崎 第１・第３水曜日
第２・第４金曜日 （3495）6110

池　袋 第２・第４水曜日 （5954）6110
亀　戸 第２・第４木曜日 （3637）6110
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◆弁護士労働相談
　労働相談情報センターでは、弁護士が労働問題に係る高度な法
律解釈や判例等の相談（裁判所で係争中の案件等を除く）に応じ
ています。弁護士労働相談は、１人１回限りで30分までとなりま
す。ご利用を希望される方は、事前に予約が必要です。なお、ご
予約の際には、「弁護士労働相談の予約」とお伝えください。

◆遠隔相談
　「テレビ会議システム」を用いて多摩地域の自治体等の施設と
多摩事務所とをつなぎ、遠隔相談を行います。市役所の相談室や
地域の商工会館等でご相談いただけます。

事務所 曜日 相談時間 電話番号

多　摩 第１～第４金曜日
第２・第４木曜日 午後２時～５時 042（595）8004

事務所 曜日 相談時間 電話番号
飯田橋 月・木・金曜日 午後２時～４時 （3265）6110
多　摩 第２・第４水曜日 午後２時～４時 042（595）8004

実施場所 曜日 予約電話 予約先
国分寺
市役所 金曜日 042（325）0111

(内396)
国分寺市

市民生活部経済課
多　摩
市役所 第３木曜日 042（338）6867 多摩市市民経済部

経済観光課
青　梅
商工会議所 第２・第４月曜日

042（595）8293 労働相談情報センター
多摩事務所

町　田
商工会議所 第２・第４火曜日

東京たま
未来メッセ 第１・第３水曜日
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2 東京都労働資料センター

◆労働相談情報センター　ホームページ
　hataraku.metro.tokyo.lg.jp/soudan-c/center/index.html

　労働資料センターでは、「労働」に関する図書、資料、定期刊行物、
労働組合資料などを収集し、閲覧・貸出を行っています。

ホームページ
hataraku.metro.tokyo.lg.jp/madoguchi/siryo/m/index.html

事務所 相談時間 電話番号
東京都
労働資料センター

千代田区飯田橋3-10-3
東京しごとセンター （5215）5857

3 労政会館

　会議室などを設置してあります。労使の会議・集会などにご利
用下さい。

名　称 所在地 電話番号

南部労政会館 品川区大崎1-11-1
ゲートシティ大崎ウエストタワー 2階 （3495）4915
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4 東京しごとセンター

　東京都が都民の方の雇用や就業を支援するために設置した、<
しごとに関するワンストップサービスセンター>です。就業相談、
キャリアカウンセリング、職業紹介、セミナー等を実施し、都民
の方の就職活動を支援します。
ホームページ　tokyoshigoto.jp/

◆東京しごとセンター

※日曜祝日及び12月29日～ 1月3日は休業。

◆東京しごとセンター多摩

※日曜祝日及び12月29日～ 1月3日は休業。

所在地 電話番号 利用時間 最寄駅
千代田区飯田橋
3-10-3

総合相談
（5211）1571

平　日　9時～ 20時
土曜日　9時～ 17時

ＪＲ･地下鉄
飯田橋

所在地 電話番号 利用時間 最寄駅

立川市柴崎町3-9-2
３階

042
（526）
4510

平　日　9時～ 20時
土曜日　9時～ 17時

ＪＲ立川
多摩都市
モノレール
立川南
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5 東京都労働委員会

6 職業能力開発センター

　労働争議のあっせん、調停、仲裁、不当労働行為の審査、労働
組合の資格審査などを行っています。

　就職を目指し、職業に必要な知識や技術を身につけようとする
方々のために設けられた施設です。また、働いている方がキャリ
アアップを図るための短期講習も行っています。

名　称 所　在　地 電話番号

東京都労働委員会 新宿区西新宿2-8-1
都庁第一本庁舎37階（南塔） （5320）6996

校　　名 所　在　地 電話番号 最　寄　駅

中央・城北
職業能力開発センター 文京区後楽1-9-5 （5800）2611 JR・地下鉄　飯田橋

高年齢者校 新宿区百人町 3-25-1 
サンケンビルヂング （3227）5951 JR　大久保または新大

久保

板橋校 板橋区舟渡2-2-1 （3966）4131 JR　浮間舟渡

赤羽校 北区西が丘3-7-8 （3909）8333 都営三田線　板橋本町
JR　十条

城南
職業能力開発センター 品川区東品川3-31-16 （3472）3411

京急線　青物横丁
りんかい線
品川シーサイド

大田校 大田区羽田旭町10-11 （3744）1013
京急線　穴守稲荷
京急線・東京モノレー
ル　天空橋

城東
職業能力開発センター 足立区綾瀬5-6-1 （3605）6140

地下鉄千代田線　綾瀬
つくばエクスプレス
青井

江戸川校 江戸川区中央2-31-27 （5607）3681 JR　新小岩

台東分校 台東区花川戸1-14-16 （3843）5911 東武線・都営浅草線・
地下鉄銀座線　浅草
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7 公共職業安定所（ハローワーク）

　職業紹介・指導、職業能力開発センターへの入校あっせん、雇
用保険の給付を行っています。
所　名 所　在　地 電話番号 所 轄 区 域

飯田橋※ 文京区後楽1-9-20　
飯田橋合同庁舎内1～ 5階・9階 （3812）8609 千代田区、中央区、

文京区、島しょ

上　野※ 台東区東上野4-1-2 （3847）8609 台東区

品　川※ 港区芝5-35-3　1〜 3階 （5419）8609 港区、品川区

大　森 大田区大森北4-16-7 （5493）8609 大田区

渋　谷※ 渋谷区神南1-3-5
渋谷神南合同庁舎 （3476）8609 渋谷区、世田谷区、

目黒区

新　宿 雇用保険の得喪業務、求人の申込みは
新宿区歌舞伎町2-42-10 （3200）8609

新宿区、中野区、
杉並区

西
新
宿
庁
舎
※

求職や失業給付の手続き、職業相談は
新宿区西新宿1-6-1
新宿エルタワービル23階

雇用保険給付課
（5325）9580
職業相談

（5325）9593

池　袋 雇用保険の得喪業務、求人の申込みは
豊島区東池袋3-5-13 （3987）8609

豊島区、練馬区、
板橋区

サ
ン
シ
ャ
イ
ン
庁
舎
※

求職や失業給付の手続き、職業相談は
豊島区東池袋3-1-1
サンシャイン60　3階

雇用保険給付課
（5958）8609
職業相談

（5911）8609

王　子 北区王子6-1-17　 （5390）8609 北区

校　　名 所　在　地 電話番号 最　寄　駅

多摩
職業能力開発センター 昭島市東町3-6-33 042

（500）8700 JR　西立川

八王子校 八王子市台町1-11-1 042
（622）8201

JR　八王子
京王線　山田

府中校 府中市南町4-37-2 042
（367）8201 京王線　中河原

東京障害者
職業能力開発校 小平市小川西町2-34-1 042

（341）1411
JR　新小平
西武線　小川
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所　名 所　在　地 電話番号 所 轄 区 域

足　立※ 足立区千住1-4-1　
東京芸術センター 6～ 8階 （3870）8609 足立区、荒川区

墨　田※ 墨田区江東橋2-19-12　 （5669）8609 墨田区、葛飾区
木　場 江東区木場2-13-19　 （3643）8609 江東区、江戸川区
八王子 八王子市子安町1-13-1　 042（648）8609 八王子市、日野市

立　川 立川市緑町4-2
立川地方合同庁舎1～ 3階 042（525）8609

立川市、昭島市、
小金井市、小平市、
東村山市、国分寺市、
国立市、東大和市、
武蔵村山市

青　梅 青梅市東青梅3-12-16
0428（24）8609

青梅市、福生市、
あきる野市、羽村市、
西多摩郡

分
庁
舎
青梅市東青梅3－20－７
山崎ビル

三　鷹 三鷹市下連雀4-15-18
0422（47）8609

三鷹市、武蔵野市、
西東京市、清瀬市、
東久留米市

分
庁
舎
三鷹市下連雀4-15-31
ＫＤＸレジデンス三鷹 1・2 階

町　田 町田市森野 2-28-14
町田合同庁舎 1 階

042（732）8609 町田市
森
野
ビ
ル
庁
舎
※

町田市森野 1-23-19
小田急町田森野ビル 2 階

府　中 府中市美好町1-3-1　 042（336）8609
府中市、調布市、
狛江市、多摩市、
稲城市

小笠原
総合事務所 小笠原村父島字東町152 04998（2）2102 小笠原村

注）※印のあるハローワークでは、仕事の相談、紹介業務のみ、平日夜間（19時まで・週
2回）と土曜日（10時～ 17時・月2回）にも行っています。

　（町田は土曜日（10時～ 17時・月2回）のみ）

○求職者等の個人情報の取扱いに関する相談窓口
施　設　名 所　在　地 電 話 番 号

東京新卒応援
ハローワーク

新宿区西新宿2-7-1
小田急第一生命ビル21階 （5339）8609

八王子新卒応援
ハローワーク

八王子市旭町10-2
八王子TCビル6階 042（631）9505
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8 労働基準監督署・総合労働相談コーナー

　労働基準監督署では、賃金、労働時間、安全衛生などについて
の監督、指導、労働基準関係法令に基づく届出の受付などの事務
を行っています。
　総合労働相談コーナーでは、解雇、いじめ・嫌がらせ等を含め
た労働問題全般に関する相談を行っています。

労働基準監督署・総合労働相談コーナー
署　名 所　在　地 電 話 番 号 所 轄 区 域

中　央
文京区後楽1-9-20
飯田橋合同庁舎6･7階

方面（監督）　　　   (5803）7381
安全衛生　　　　　 （5803）7382
労働災害　　　　　 （5803）7383
総合労働相談コーナー　（6866）0008

千代田区、
中央区、
文京区、
島しょ

上　野
台東区池之端1-2-22
上野合同庁舎7階

方面（監督）　　　   （6872）1230
安全衛生　　　　　 （6872）1315
労働災害　　　　　 （6872）1316
総合労働相談コーナー　（6872）1144

台東区

三　田
港区芝5-35-2
安全衛生総合会館3階

方面（監督）　　　   （3452）5473
安全衛生　　　　　 （3452）5474
労働災害　　　　　 （3452）5472
総合労働相談コーナー　（6858）0769

港区

品　川 品川区上大崎3-13-26

方面（監督）　　　   （3443）5742 
安全衛生　　　　　 （3443）5743
労働災害　　　　　 （3443）5744
総合労働相談コーナー　（6681）1521

品川区、
目黒区

大　田
大田区蒲田5-40-3
TT蒲田駅前ビル8・9階

方面（監督）　　　   （3732）0174
安全衛生　　　　　 （3732）0175
労働災害　　　　　 （3732）0173
総合労働相談コーナー　（6842）2143

大田区
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署　名 所　在　地 電 話 番 号 所 轄 区 域

渋　谷
渋谷区神南1-3-5
渋谷神南合同庁舎
5・6階

方面（監督）　　　   (3780）6527
安全衛生　　　　　 (3780）6535
労働災害　　　　　 (3780）6507
総合労働相談コーナー　(6849）1167

渋谷区、
世田谷区

新　宿
新宿区百人町4-4-1
新宿労働総合庁舎4・5階

方面（監督）　　　   (3361）3949
安全衛生　　　　　 (3361）3974
労働災害　　　　　 (3361）4402
総合労働相談コーナー　(6863）4460

新宿区、
中野区、
杉並区

池　袋
豊島区池袋4-30-20
豊島地方合同庁舎
1階

方面（監督）　　　   (3971）1257
安全衛生　　　　　 (3971）1258
労働災害　　　　　 (3971）1259
総合労働相談コーナー　(6871）6537

豊島区、
板橋区、
練馬区

王　子 北区赤羽2-8-5

方面（監督）　　　   (6679）0183
安全衛生　　　　　 (6679）0186
労働災害　　　　　 (6679）0226
総合労働相談コーナー　(6679）0133

北区

足　立
足立区千住旭町4-21
足立地方合同庁舎4階

方面（監督）　　　   (3882）1188
安全衛生　　　　　 (3882）1190
労働災害　　　　　 (3882）1189
総合労働相談コーナー　(6684）4573

足立区、
荒川区

向　島 墨田区東向島4-33-13

方面（監督）　　　   （5630）1031
安全衛生　　　　　 (5630)1032
労働災害　　　　　 (5630)1033
総合労働相談コーナー　（5630）1043

墨田区、
葛飾区

亀　戸
江東区亀戸2-19-1
カメリアプラザ8階

方面（監督）　　　   (3637)8130
安全衛生　　　　　 (3637)8131
労働災害　　　　　 (3637)8132
総合労働相談コーナー　（6849）4503

江東区

江戸川 江戸川区船堀2-4-11

方面（監督）　　　   (6681)8212
安全衛生　　　　　 (6681)8213
労働災害　　　　　 (6681)8232
総合労働相談コーナー　（6681）8125

江戸川区
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署　名 所　在　地 電 話 番 号 所 轄 区 域

八王子
八王子市明神町4-21-2
八王子地方合同庁舎
3階

方面（監督）　　　   042(680）8752
安全衛生　　　　　 042(680）8785
労働災害　　　　　 042(680）8923
総合労働相談コーナー　042(680）8081

八王子市、
日野市、
稲城市、
多摩市

立　川
立川市緑町4-2
立川地方合同庁舎3階

方面（監督）　　　   042(523）4472
安全衛生　　　　　 042(523）4473
労働災害　　　　　 042(523）4474
総合労働相談コーナー　042(846）4821

立川市、昭島市、
府中市、小金井
市、小平市、東
村山市、国分寺
市、国立市、武
蔵村山市、東大

和市

青　梅 青梅市東青梅2-6-2

監督　　　　　　　 0428(28）0058
安全衛生　　　　　 0428(28）0331
労働災害　　　　　 0428(28）0392
総合労働相談コーナー　0428(28）0854

青梅市、福生
市、あきる野
市、羽村市、
西多摩郡

三　鷹
武蔵野市御殿山1-1-3
クリスタルパークビル
3階

方面（監督）　　　   0422(67）0651
安全衛生　　　　　 0422(67）1502
労働災害　　　　　 0422(67）3422
総合労働相談コーナー　0422(67）6340

武蔵野市、三鷹
市、調布市、西
東京市、狛江市、
清瀬市、東久留

米市

町田支署
町田市森野2-28-14
町田地方合同庁舎2階

監督　　　　　　　 042(718）8610
安全衛生　　　　　 042(718）9134
労働災害　　　　　 042(718）8592
総合労働相談コーナー　042(718）8342

町田市

小笠原
総合事務所

小笠原村父島字東町152 04998(2）2102 小笠原村

署　名 所　在　地 電 話 番 号

東京労働局
総合労働相談コーナー

千代田区九段南1-2-1
九段第3合同庁舎14階 (3512）1608

有楽町
総合労働相談コーナー

千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館 3階 (5288）8500

総合労働相談コーナー　フリーダイヤル　0120-601-556
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9 東京労働局雇用環境・均等部

　男女雇用機会均等法や育児・介護休業法、パートタイム・有期 
雇用労働法、労働施策総合推進法及び次世代育成支援対策推進法 
に関する相談・指導を行っています。
　所在地：千代田区九段南1－2－1　九段第３合同庁舎14階
　電　話：（3512）1611

10 東京労働局需給調整事業部

　労働者派遣事業の許可申請・届出の処理、指導・監督を行って 
います。また、派遣労働に関するご相談に応じます。
　所在地：港区海岸３－９－45
　電　話：無料職業紹介の許可、申請等　（3452）1472
　　　　　派遣事業の許可、申請等　　　（3452）1472
　　　　　派遣事業等の指導監督　　　　（3452）1474

11 全国健康保険協会（協会けんぽ）東京支部

　健康保険の給付や任意継続被保険者等に関する手続・問合せに
応じています。
　所在地：中野区中野４－10 －２中野セントラルパークサウス７階
　電　話：（6853）6111
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12 年金事務所

　健康保険・厚生年金の加入や保険料の納付および年金全般に関
する手続・相談・問合せに応じています。
署　名 所　在　地 電 話 番 号 所 轄 区 域

千代田 千代田区三番町22 （3265）4381 千代田区

中　央 中央区明石町8-1
聖路加タワー 1階・16階 （3543）1411 中央区

港 港区浜松町1-10-14　
住友東新橋ビル3号館1～ 3階 （5401）3211 港区、島しょ

新　宿
新宿区新宿5-9-2
ヒューリック新宿五丁目ビル
３～８階

（6278）9311 新宿区、( 杉並区・中野区（厚
生年金の適用・徴収のみ  ）)

杉　並 杉並区高円寺南2-54-9 （3312）1511 杉並区
（厚生年金の適用・徴収を除く）

中　野 中野区中野2-4-25 （3380）6111 中野区
（厚生年金の適用・徴収を除く）

上　野 台東区池之端1-2-18　
NDK池之端ビル （3824）2511 台東区

文　京 文京区千石1-6-15 （3945）1141 文京区

墨　田 墨田区立川3-8-12 （3631）3111 墨田区

江　東 江東区亀戸5-16-9 （3683）1231 江東区

江戸川 江戸川区中央3-4-24 （3652）5106 江戸川区

品　川 品川区大崎5-1-5高徳ビル2階 （3494）7831 品川区

大　田 大田区南蒲田2-16-1
テクノポートカマタセンタービル3階 （3733）4141 大田区

渋　谷 渋谷区神南1-12-1 （3462）1241 渋谷区

目　黒 目黒区上目黒1-12-4 （3770）6421 目黒区

世田谷

厚生年金・国民年金の届出、保
険料の相談は
世田谷年金事務所
世田谷区世田谷1-30-12
年金給付に関する相談・請求等
の手続きは
三軒茶屋相談室
世田谷区太子堂4-1-1
キャロットタワ―13階

（6844）3871 世田谷区
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署　名 所　在　地 電 話 番 号 所 轄 区 域

池　袋
豊島区南池袋1-10-13
荒井ビル3・4階

（3988）6011 豊島区

北 北区上十条1-1-10 （3905）1011 北区

板　橋 板橋区板橋1-47-4 （3962）1481 板橋区

練　馬 練馬区石神井町4-27-37 （3904）5491 練馬区

足　立 足立区綾瀬2-17-9 （3604）0111 足立区

荒　川 荒川区東尾久5-11-6 （3800）9151 荒川区

葛　飾 葛飾区立石3-7-3 （3695）2181 葛飾区

立　川 立川市錦町2-12-10 042（523）0352
立川市、昭島市、国立市、
東大和市、武蔵村山市、
小金井市、日野市、国分寺市

八王子 八王子市南新町4-1 042（626）3511 八王子市、町田市

武蔵野 武蔵野市吉祥寺北町4-12-18 0422（56）1411
武蔵野市、三鷹市、小平市、
東村山市、清瀬市、東久
留米市、西東京市

府　中 府中市府中町2-12-2 042（361）1011
府中市、調布市、狛江市、
多摩市、稲城市

青　梅
青梅市新町3－3－1
宇源ビル3･4階 

0428（30）3410
青梅市、福生市、羽村市、
あきる野市、西多摩郡

区・市 所　管　課 所　在　地 電話番号

千代田区
地域振興部　商工観光課
商工振興係

千代田区九段南1-6-17 
千代田会館8階

（5211）4185

中央区 福祉保健部　福祉センター　管理係 中央区明石町12－1 （3545）9311

新宿区
（公財）新宿区勤労者・仕事支援セ
ンター　就労支援部　就労支援課

新宿区新宿7-3-29
新宿ここ・から広場　しごと棟5階

（3200）3412

13 内職の相談窓口

　内職をしたい方、仕事を出したい委託者のご相談に応じます。
※内職相談については、原則として各区・市在住の方が対象にな

ります。
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区・市 所　管　課 所　在　地 電話番号

文京区 （一社）文京区勤労者共済会
文京区春日1-16-21
文京シビックセンター地下2階

（5803）1108

江東区 こうとう若者・
女性しごとセンター

江東区亀戸2-19-1
カメリアプラザ9階 （5836）5160

台東区
文化産業観光部 産業振興課
雇用担当

台東区東上野4-5-6
台東区役所9階

（5246）1152

墨田区
すみだ就職相談室
「就職支援コーナーすみだ」

墨田区吾妻橋1-23-20
墨田区役所1階　
すみだ就職相談室内

（5608）6298

品川区 品川区就業センター 品川区西品川1-28-3
品川区立中小企業センター1階 （5498）6353

目黒区 健康福祉部　高齢福祉課
いきがい支援係

目黒区上目黒2-19-15
総合庁舎本館2階 （5722）9837

大田区
（公財）大田区産業振興協会
経営支援部
ものづくり取引セクション

大田区南蒲田1-20-20
大田区産業プラザ3階 （3733）6109

世田谷区
三茶おしごとカフェ（三軒茶屋就労支援センター）
世田谷区産業振興公社
産業振興課経営支援・雇用係

世田谷区太子堂2-16-7
世田谷産業プラザ2階 （3411）6604

中野区 区民部産業振興課
産業係

中野区中野4-8-1
中野区役所9階16番窓口 （3228）8729

杉並区 産業振興センター
就労・経営支援係

杉並区上荻1-2-1
Daiwa荻窪タワー2階 （5347）9077

豊島区 文化商工部 生活産業課
管理グループ

豊島区南池袋2-45-1
豊島区役所7階 （4566）2742

北　区 地域振興部　産業振興課
赤羽しごとコーナー

北区赤羽1-1-38
(赤羽区民事務所内) （3908）3244

荒川区 JOBコーナー町屋 荒川区荒川7-50-9
センターまちや3階 （3800）8710

板橋区 福祉部 生活支援課 
庶務係

板橋区板橋2-66-1
本庁舎北館8階 （3579）2352

練馬区 産業経済部　経済課　中小企業振興係 練馬区豊玉北6-12-1 （5984）1483

足立区 足立区勤労福祉会館 足立区綾瀬1-34-7-102 （3838）3581

葛飾区 しごと発見プラザかつしか 葛飾区青戸7-2-1
テクノプラザかつしか1階 （5680）8765
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名　　称 所　在　地 電話番号

東京都家内労働相談コーナー
（東京都労働環境課浅草分室）

台東区浅草5-70-11
川口ビル2階 （3871）4555

区・市 所　管　課 所　在　地 電話番号

江戸川区 生活振興部　地域振興課
生活就労支援係

江戸川区中央1-4-1
江戸川区役所東棟1階 （5662）0976

三鷹市 生活環境部 生活経済課
商工労政係

三鷹市野崎1-1-1
三鷹市役所第二庁舎2階 0422（29）9615
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名　称 所　在　地 電話番号
東京地方裁判所 千代田区霞ヶ関１-1-4 （3581）5411
東京地方裁判所立川支部 立川市緑町10-4 042（845）0365

名　称 所　在　地 電話番号
東　京 千代田区霞ヶ関１-1-2 （3581）5411
墨田庁舎 墨田区錦糸4-16-7 （5819）0267
八王子 八王子市明神町4-21-1 042（642）7020（代）
立　川 立川市緑町10-4 042（845）0281
武蔵野 武蔵野市中町2-4-12 0422（52）2692（代）
青　梅 青梅市師岡町1-1300-1 0428（22）2459（代）
町　田 町田市森野2-28-11 042（727）5011（代）

14 裁判所

○東京地方裁判所
　通常の訴訟の他に、労働審判手続の窓口となっています。

○簡易裁判所
　通常の訴訟の他に、民事調停や少額訴訟の窓口となっています。
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名　称 所　在　地 電話番号

法テラス東京
新宿区西新宿1-24-1
エステック情報ビル13階

050（3383）5300

法テラス上野
台東区上野2－7－13
ヒューリック・損保ジャパン上野共同ビル６階

050（3383）5320

法テラス多摩
立川市曙町2-8-18
東京建物ファーレ立川ビル５階

050（3383）5327

法テラス八王子
八王子市明神町4-7-14
八王子ＯＮビル４階

050（3383）5310

庁　名 所　在　地 電話番号 最　寄　駅

東京法務局
人権擁護部

新宿区四谷1-6-1
四谷タワー 13階
外国人在留センター
（FRESC）内

人権相談
　0570（003）110
女性の人権ホットライン
　0570（070）810
子どもの人権110番
　0120（007）110

JR・東京メトロ
丸ノ内線・南北線
四ツ谷

西多摩支局 福生市南田園3-61-3 042（551）0360 JR　牛浜

八王子支局
八王子市明神町4-21-2
八王子地方合同庁舎1・2F

042（631）1377 京王線　八王子

府中支局 府中市新町2-44 042（335）4753
JR 武蔵小金井
京王線　府中

15 日本司法支援センター（法テラス）

16 東京法務局

　法律相談や裁判費用の立替の相談などに応じます。
　コールセンター　０５７０－０７８３７４

　人権侵害などの相談に応じています。
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会　館　名 所　在　地 電話番号 最　寄　駅

文京区勤労福祉会館 文京区本駒込4-35-15 (3823)6711 JR 駒込・田端

品川区立中小企業センター 品川区西品川1-28-3 (3787)3041 東急大井町線下神明

京浜島勤労者厚生会館
（ほっとプレイス京浜島）

大田区京浜島2-9-1 (3790)2491 JR 大森

目黒区勤労福祉会館
目黒区目黒2-4-36
目黒区民センター内

(3711)1135 JR 目黒

渋谷区立勤労福祉会館 渋谷区神南1-19-8 (3462)2511 JR 渋谷

中野区産業振興センター 中野区中野2-13-14 (3380)6946 JR 中野

杉並区立勤労福祉会館 杉並区桃井4-3-2 (3301)0811 JR 西荻窪

ＩＫＥ・Ｂiz
としま産業振興プラザ

豊島区西池袋2-37-4 (3980)3131 JR 池袋

練馬区立勤労福祉会館 練馬区東大泉5-40-36 (3923)5511 西武池袋線 大泉学園

足立区勤労福祉会館 足立区綾瀬1-34-7-102 (3838)3581 JR 綾瀬

葛飾区勤労福祉会館 葛飾区立石3-12-1 (3694)7710 京成押上線 京成立石

昭島市勤労商工市民センター 昭島市昭和町3-10-2 042(545)0230 JR 昭島・中神

羽村市産業福祉ｾﾝﾀｰ 羽村市緑ヶ丘2-11-1 042(579)6425 JR 羽村

大島町勤労福祉会館
大島町差木地字
クダッチ

04992(4)0501

八丈町コミュニティセンター 八丈町三根26-6 04996(2)0797

利島勤労福祉会館 利島村東山1351 04992(9)0046

新島村勤労福祉会館 新島村本村5-6-1 04992(5)0504

17 勤労福祉会館

　集会室や体育館、娯楽談話室などが設置してあります。集会や
会議、サークル活動、囲碁・将棋などの娯楽、スポーツに低料金
で利用できます。
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所　在　地 電話番号

神
奈
川

かながわ労働センター 045（662）6110

神奈川労働局
総合労働相談コーナー

045（211）7358

神奈川県労働委員会 045（633）5449

千
葉

千葉県労働相談センター 043（223）2744

千葉労働局
総合労働相談コーナー

043（221）2303

千葉県労働委員会 043（223）3735

埼
玉

埼玉県労働相談センター 048（830）4522

埼玉労働局
総合労働相談コーナー

048（600）6262

埼玉県労働委員会 048（830）6452

名　　　　　称 電話番号 相　談　内　容

（公財）
東京都中小企業振興公社

総合相談
（3251）7881

都内中小企業の経営に関する
相談

下請センター東京
（3251）9390

下請取引に関する苦情及び
紛争についての相談・調停・
あっせん

東京都消費生活総合センター
消費生活相談
（3235）1155

消費生活に関する相談

（公財）全国中小企業振興機関協会
（「下請かけこみ寺」本部）

0120（418）618
中小企業の取引に関する紛争
相談

フリーランストラブル110番
（厚生労働省委託事業）

0120（532）110
個人事業主などの契約や報酬
の未払いなどのトラブル相談

18 隣接県の労働行政機関

19 労働と関連する相談先

189

働く人のための窓口



190





登録番号（5）29
令和５年６月　印刷
令和５年６月　発行

ポケット労働法 2023

編集発行　東京都産業労働局雇用就業部労働環境課
所 在 地　〒163-8001　東京都新宿区西新宿２−８−１
　　　　　電話　０３（５３２０）４６５０
印　　刷　株式会社シンソークリエイト



～公正な採用選考のために～
東京都では、就職の機会均等を確保するため、応募者本人
の適正や能力に基づく公正な採用選考を推進しています。

東京都産業労働局雇用就業部ホームページもご覧ください。
「ＴＯＫＹＯはたらくネット」

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/
セミナー情報、資料情報、雇用就業情報、

調査・統計情報など、随時更新しております。




